
 

第３部 災害応急対策 

 

第１章 活動体制の確立 

 風水害時の災害応急対策を効果的に実施するため、県、町及び関係機関は、各々の機関

ごとに応急活動体制を確立する。この際、町だけでは対処できない事態は、協定に基づく

広域応援や自衛隊への派遣要請を行い、必要に応じ、各種ボランティア等の協力を得るな

ど、効果的な体制を確立する必要がある。また、平時から関係自治体、防災関係機関、企

業等との間で協定を締結するなど、連携強化を図り、災害時には迅速かつ効果的な災害応

急対策等が行えるように努めるとともに、訓練等を通じて実効性の確保に留意する必要が

ある。本章では、このような活動体制の確立にかかる対策を定める。 

 

 １．応急活動体制の確立 

風水害等の災害発生に際して、被災者の救援に全力を挙げて対応するため、計画に

定められた防災活動体制を確立させ、迅速かつ的確に災害応急対策を遂行する。 

このため、気象警報等の発表後、発災に到るまでの警戒段階の活動体制の確立を重

視するとともに、各々の組織が活動しやすい環境の確立に配慮する。 

なお、災害状況により、配備指示が不十分となることも予想されるため、職員は自

主参集に努める。 

 

 （１）鹿児島県の方針 

   ア 災害状況等に応じた活動体制の確立 

県は、風水害等の災害が発生した場合、国、防災関係機関、他の都道府県等と

連携・協力し、災害応急対策を実施するとともに、市町村及びその他の防災機関

が処理する応急対策を支援し、かつ、総合調整を行う体制を確立する。 

このため、必要があると認めるときは、県災害対策本部を設置し、応急対策を

実施する。 

なお、災害の規模等によりこれに至らない場合は、情報連絡体制又は災害警戒

本部の設置による活動体制を確立して対策にあたる。 

また、災害の状況により、県への被災状況の通報や応援要請に困難を伴う市町

村も生じ得るため、被災地域の状況を早期に把握できる体制の確立に努めること

とし、被害の程度によっては、市町村が実施する応急対策を県が代行する場合も

ある。 

   （ア）災害対策本部設置前の初動体制 

     ａ 情報連絡体制の確立 

       県内に各種の気象警報が発表されたときは、降雨状況や被害状況等の情報

を収集するため、危機管理防災局職員による情報連絡体制を確立する。 

     ｂ 災害警戒本部の設置 

（ａ）県内に小規模な災害が発生したとき又は各種の気象警報が発令され災害

の発生が予想される場合は、災害警戒本部を設置する。 

（ｂ）災害の発生するおそれが解消したと認めるとき又は災害対策本部（支部）

を設置した時は、災害警戒本部（地方本部）を廃止する。 
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（イ）災害対策本部の設置 

ａ 県災害対策本部の設置又は廃止 

（ａ）県災害対策本部の設置 

知事は、次の基準により災害対策本部を設置する。 

① 県内に重大な災害が発生し又は発生するおそれがあると認められたと

き。 

② 災害救助法を適用する災害が発生し、総合的な対策を要すると認めら

れたとき。 

③ 県内に特別警報が発表されたとき。 

（ｂ）県災害対策本部の廃止 

   本部長は、県の地域において災害の発生するおそれが解消したと認める

とき又は災害応急対策がおおむね完了したと認めるときは、県災害対策本

部を廃止する。 

（ｃ）知事は、災害対策本部を設置又は廃止したときは、その旨を直ちに関係

機関へ通知する。 

ｂ 県災害対策支部の設置又は廃止 

（ａ）県災害対策支部（姶良・伊佐支部）の設置 

   連協長（姶良・伊佐地域連絡協議会長）は、管内に重大な災害が発生し

若しくは発生するおそれのある場合は、本部長の指示に基づき、災害対策

支部を設置する。ただし、特別警報が発表されたとき又は緊急を要し、指

示のいとまがないときは、連協長は支部を設置し、本部長に報告する。 

（ｂ）県災害対策支部の廃止 

   連協長は、管内において災害の発生するおそれが解消したと認めるとき

又は災害応急対策がおおむね完了したと認めるときは、県災害対策支部を

廃止する。 

ｃ 県現地災害対策本部の設置又は廃止 

（ａ）現地災害対策本部の設置 

   本部長は、災害対策本部を設置し又は設置しようとする場合において災

害の規模及び範囲等から判断して、現地において災害対策本部の事務の一

部を行わせる必要があると認めるとき、現地災害対策本部（以下「現地本

部」という。）を設置する。 

（ｂ）現地本部の廃止基準 

本部長は、現地本部の事務が終了したと認めるとき、現地本部を廃止す

る。 

（ウ）現地対策合同本部の設置 

      本部長は、災害の規模が特に甚大で、複数市町村が被災した場合、被災市町

村等と協議し、必要に応じ、地域振興局又は支庁に現地対策合同本部を設置す

るなどの対応を図る。 

   （エ）国の非常本部等の現地対策本部との連携 

国の非常災害現地対策本部又は緊急災害現地対策本部が、県内に設置された

場合、その現地対策本部長と密接な連携を図り適切な応急対策を実施する。 
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   イ 県災害対策本部 

     県災害対策本部の組織及び運営の詳細は、県の計画による。         

また、本部会議の事務の所掌は、次のとおり。 

   （ア）本部に、本部会議を置き、本部長、副本部長、総括危機管理防災監及び各対     

策部長をもって構成する。 

   （イ）本部会議は、次の事項について本部の基本方針を決定する。           

ａ 災害応急対策の実施及び調整に関すること。             

ｂ 国、他都道府県、市町村、その他防災機関との連絡調整に関すること。   

ｃ 自衛隊の災害派遣要請に関すること。                

ｄ 災害救助法の適用に関すること。                  

ｅ 国、他都道府県、市町村、その他防災機関への応援要請に関すること。  

ｆ その他、重要事項に関すること。 

 

ウ 災害対策本部等の設置基準 

 

体 制 基  準 主な活動内容 

情 報 連 絡 体 制 県内に各種の気象警報等が発表されたとき。 市町村や関係機関との連

携により、降雨状況や被害

情報の収集を行う。 

災害警戒本部体制 １ 県内に小規模な災害が発生したとき。 

 

２ 県内に各種の気象警報等が発表され、災害の発

生が予想されるとき。 

事前に指定した課を中心

に関係機関の協力を得て災

害情報の収集、応急対策な

どの防災対策の一層の確立

を図る。 

災

害

対

策

本

部

体

制 

第 １ 配 備 １ 比較的軽微な災害若しくは局地的な災害が発

生し又は発生するおそれのある場合で、本部長が

必要と認めるとき。 

 

２ 県内に特別警報が発表されたとき。 

 災害の規模・程度に応じ

て、県の組織をあげて各種

災害応急対策を実施する。 

第 ２ 配 備 相当の被害が発生し又は発生するおそれのある

場合で、本部長が必要と認めるとき。 

第 ３ 配 備 全地域にわたり大きな災害が発生し又は発生す

るおそれがある場合で、本部長が必要と認めると

き。 

第 ４ 配 備 特に甚大な被害が発生し又は発生するおそれが

あり、全職員の配備を必要とする場合で、本部長が

必要と認めるとき。 
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（２）湧水町の方針 

ア 災害状況等に応じた活動体制の確立 

町は、住民に対する防災対策の第一義的な実施主体であり、その役割の重要性

に鑑み、規定された防災体制を早期に確立して応急対策に着手する。 

   （ア）災害初動体制 

      住民に対する救援活動を遅滞なく実施するため、災害発生直後の災害警戒体

制（情報連絡又は災害警戒本部体制）を早急に確立して、応急対策に着手する。 

     ａ 各種の気象警報が発令された時は、降雨状況や被害状況等の情報を収集す

るため、関係職員による防災関係機関との情報連絡体制を確立する。 

     ｂ 災害警戒本部の設置及び廃止 

（ａ）各種の気象警報が発表され災害の発生が予想される場合は、災害警戒本

部を設置する。 

（ｂ）災害警戒本部に本部長、副本部長を置き、本部長に副町長を、副本部長

に総務課長、地域総務課長をもって充てる。 

（ｃ）災害の発生するおそれが解消したと認めたとき又は災害対策本部を設置

したときは、災害警戒本部を廃止する。 

   （イ）災害対策本部 

      規定された設置基準に基づき、災害対策本部を早急に確立して、応急対策に

着手する。 

     ａ 災害対策本部条例に基づき、次のような災害が発生し又は発生するおそれ

がある場合は、災害対策本部を設置するものとする。 

（ａ）大規模な災害の発生が予想され、その対策を要すると認めるとき。 

（ｂ）現に災害が発生し、その規模及び範囲等から判断し、災害対策の実施が

必要であると認めるとき。 

ｂ 災害対策本部は、災害応急対策を一応終了し又は災害発生のおそれがなく

なり、災害対策の必要がなくなったと認められるときは廃止する。 

ｃ 災害対策本部を設置し又は廃止したときは、県関係機関、住民等に対して

防災行政無線、電話、広報車、その他迅速な方法により通知、公表するもの

とする。 

   （ウ）現地災害対策本部 

被災地への救援活動をより的確に実施するため、現地災害対策本部を適宜設

置し、県・関係機関等と連携をとって活動を推進する。 

   イ 町災害対策本部 

   （ア）災害対策本部の組織 

     ａ 災害対策本部条例第２条（組織）による本部長を町長、副本部長に副町長

をもって充てる。 

ｂ 災害対策本部条例第３条により、本部長が必要と認めたときは、部を置き

各対策部に班を置く。 

     ｃ 災害対策本部に本部会議を置き、本部長、副本部長及び各対策部長をもっ

て組織を構成する。 

     ｄ 災害対策本部に災害対策要員を置き、町の職員（教育委員会、農業委員会、

議会事務局を含む。）をもって充てる。 
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（イ）災害対策本部等の構成 

      災害対策本部、災害警戒本部の構成は、別紙第１を基準とする。 

      別紙第 1「湧水町災害対策本部組織表」 

（ウ）災害対策本部の所管事務 

     ａ 本部会議の事務の所掌は、次のとおりであり、本部会議において災害対策

の基本方針を決定する。 

（ａ）災害予防、災害応急対策の実施及び調整に関すること。       

（ｂ）県、近隣市町村、その他防災機関との連絡調整に関すること。    

（ｃ）自衛隊の災害派遣要請に関すること。              

（ｄ）災害救助法の適用に関すること。                

（ｅ）県、近隣市町村等、その他防災機関への応援要請に関すること。   

（ｆ）その他、本部長が重要と認める事項に関すること。 

ｂ 災害対策本部の事務の分掌等は、別紙第２を基準とする。 

  別紙第２「災害対策本部の事務分掌」 

 （エ）動員方法 

     ａ 災害発生のおそれがある場合の動員 

     （ａ）勤務時間外において、宿直員が気象警報及び災害発生のおそれのある異

常現象発見等の通報を受理したとき又は非常事態の発生を知ったときは直

ちに総務課長、関係課長、消防正副団長に連絡するものとする。 

（ｂ）通報連絡をうけた課長、正副団長は、必要に応じて直ちに所定の系統に

より配備要員を動員し、警報の伝達、情報の収集・連絡、並びに災害応急

対策実施の体制をとるものとする。 

ｂ 災害対策本部が設置された場合の動員 

（ａ）本部長は、災害対策本部が設置された場合は、速やかに本部会議を招集

し、配備計画に基づく配備要員の動員を行う。 

     （ｂ）非常召集動員（伝達）要領 

配備決定後は、総務・情報対策部長（総務課長）が、各対策部長に配備

要員の動員について伝達し、各対策部長は、各班長に伝達する。 

        各班長は、第１次配備要員に伝達するとともに、適任者を非常連絡員に

指定し、各関係機関等との連絡・調整にあたらせる。 

じ後、増員配備が決定した場合は、各対策部の正副２名の非常連絡員が

第２次配備、第３次配備要員への伝達を担任し、動員を促進する。 

ｃ 自主参集 

       職員は、時間外において災害の発生又は災害が発生するおそれがあること

を知り得たときは、自ら進んで所属課長と連絡をとり又は自らの判断により

連絡を待つことなく、直ちに自主的に登庁する等、自主参集に努める。 

ｄ 動員の基準 

（ａ）災害対策本部等の設置基準は、別表第 1のとおりとする。 

   また、設置に伴う動員対象は、町職員、消防団員、消防職員とする。 

（ｂ）動員配備体制の基準は、別表第２のとおりとする。 
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別表第１ 

 

   ウ 災害対策本部等の設置基準 

 

体  制 基  準 主な活動内容 

情 報 連 絡 体 制 大雨、河川氾濫、土砂災害、暴風の警報が発表さ 

れており、水防団待機水位を超え、さらに水位の上 

昇のおそれがある場合又は被害の発生が予想され 

るとき。 

（※ 警戒レベル３相当の情報の発表が基準） 

１ 県、防災関係機関との

連携により、降雨状況や

被害情報の収集を行う。 

 

２ 避難情報の発令に関す

る検討や準備等を行う。 

災害警戒本部体制 １ 大雨、河川氾濫、土砂災害の危険警報が発表さ 

れており、氾濫注意水位を超えようとしたと 

き又はその状況から小規模な被害が発生し又は 

発生するおそれがあるとき。 

（※ 警戒レベル４相当の情報の発表が基準） 

 

２ その他、災害警戒本部長が、特に必要と認める

とき。 

災害情報の収集、応急対

策などの防災対策の一層の

確立を図る。 

 

 

 

 

 

災
害
対
策
本
部
体
制 

第１次配備 １ 大雨、河川氾濫、土砂災害、暴風の特別警報が

発表されており、氾濫注意水位を超え比較的軽 

 微な被害若しくは局地的な被害が発生し又は発 

 生するおそれがあるとき。 

（※ 警戒レベル５相当の情報の発表が基準） 

 

２ その他、災害対策本部長が、特に必要と認める 

とき。 

災害の規模・程度に応じ

て、町の組織をあげて各種

災害応急対策を実施する。 

この際、災害応急対策の

万全を期すため、職員及び

防災関係者は、全員で事態

に即応した業務に従事する

ものとする。 

第２次配備 １ 大雨、河川氾濫、土砂災害、暴風の特別警報が 

 発表されており、その状況から相当の被害が発生 

 し又は発生するおそれがあるとき。 

（※ 警戒レベル５相当の情報の発表が基準） 

 

２ その他、災害対策本部長が、特に必要と認める 

とき。 

第３次配備 １ 全地域にわたり大きな災害若しくは甚大な被 

 害が発生し又は発生するおそれがあるとき。 

（※ 警戒レベル５相当の情報の発表が基準） 

 

２ その他、災害対策本部長が、特に必要と認める 

とき。 

災 害 対 策 本 部 
業 務 の 予 定 

１ 人命救助の限界とされる発災後、約７２時間の災害対策本部の活動を律する

業務の予定は、付表第１のとおり。 

 

２ 住民、自主防災組織、応援部隊を含めた全般の予定は、付表第２のとおり。 
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付表第１ 
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付表第２ 
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別表第２ 

 

 

   エ 動員配備体制 

 

体制区分 

 

 

各関係課 

事前配備 
情報連絡 

体 制 

災害警戒 

本部体制 

災害対策本部体制 

第１次 

配 備 

第２次 

配 備 

第３次 

配 備 

総 務 課 ２ ２ ２ ３ ３ 全 員 

企画財政課   １ ２ ３ 全 員 

住民税務課   １ ２ ６ 全 員 

長寿福祉課   ２ ４ ６ 全 員 

健康増進課   １ ３ ６ 全 員 

産業振興課   １ ５ ４ 全 員 

会 計 課   １ １ 全 員 ― 

水 道 課   １ ２ 全 員 ― 

地域総務課  １ １ 全 員 ― ― 

建 設 課  １ ３ ４ 全 員 ― 

ま ち づ く り 

推 進 課 
  １ ２ 全 員 ― 

議 会   １ １ 全 員 ― 

農業委員会   １ １ １ 全 員 

教育総務課  １ １ ３ ４ 全 員 

生涯学習課   １ ４ ２ 全 員 

参 考 事 項 
１ 情報連絡体制、災害警戒本部体制配備は、縮小できるものとする。 

２ 災害対策本部各配備に必要な職員は、増減できるものとする。 
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２．情報伝達体制の確立 

  風水害等の災害の発生に際し、的確な災害応急対策を遂行するためには、各機関ご

とに情報収集・伝達体制を確立し、被災地域の災害状況の実態を的確に把握し、緊急

度の高い救援対策の需要を把握する必要がある。 

このため、各防災関係機関は、事前に定められた情報収集・伝達体制の確立要領に

従い、保有している情報伝達手段を効果的に確保・運用し、各種災害情報を収集・伝

達するとともに、組織内・組織間において通信・情報連絡を行う。 

この際、県及び町は、必要に応じ、関係行政機関、関係地方公共団体、関係公共機

関、登録被災者援護協力団体等に対して、資料・情報の提供等の協力を求める。 

 

（１）通信連絡手段の確保・運用 

  ア 通信連絡系統 

町は、防災行政無線を基幹的な通信系統とするほか、ＮＴＴ一般加入電話（災

害時優先電話）、携帯電話を効果的に運用できるよう、関係機関等との連絡用電話

を指定して、防災活動用の電話に不要不急の問い合わせが入らないよう運用上の

措置を講ずる。 

   イ 無線通信体制の確立 

町は、整備済みの防災行政無線等をはじめ、衛星携帯電話、防災相互無線、九

州総合通信局が無償貸与する災害対策用移動通信機器等を含めた効果的な運用体

制を確立する。 

  ウ その他の手段による通信体制の確立 

ＮＴＴ一般加入電話、衛星携帯電話、その他の各種通信手段を適宜組み合わせ

て、災害時の重要通信を確保・運用できる体制を確立する。 

その他の各種通信手段（例） 

（ア）一斉同報メール 

登録した地域住民に対して、警報、避難関係情報等の災害関係情報をメール

で一斉に配信する。 

（イ）緊急速報（エリアメール等） 

町内の携帯電話所持者に対して、災害関連情報を一斉にメール配信する。 

  （ウ）ワンセグ 

地域住民に対して、携帯電話のデータ通信機能を活用して、災害関連情報を

配信する。 

  （エ）データ放送 

地域住民に対して、地上デジタルテレビのデータ放送機能を活用して、災害

関連情報の放送を行う。 

   （オ）ホームページ 

地域住民や観光客等が、無線ＬＡＮ装置（Ｗｉ-Ｆｉ）を活用して、災害関連 

情報をホームページ等から閲覧する。 

 無線ＬＡＮ装置（Ｗｉ-Ｆｉ）を維持・整備する施設は、次のとおり。 
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栗野地域 吉松地域 
・ ＪＲ栗野駅            
・ 丸池公園             
・ くりの図書館 
・ 栗野岳レクリエーション村 
・ （栗野岳ログキャンプ村） 

・ ＪＲ吉松駅（観光ＳＬ会館） 
・ （吉松体育館） 

 

（２）関係機関等の通信連絡手段の確保・運用 

ア 各機関が保有する通信施設の運用 

各機関が整備・保有している通信連絡手段を効果的に確保・運用し、的確に情

報を収集・伝達できる体制を確立する。 

イ 各機関相互の連絡用通信手段の運用 

関係機関相互に通話できる防災相互無線等を効果的に運用し、情報連絡体制を

確立する。 

 

 ３．災害救助法の適用及び運用 

大災害が発生し、一定規模以上の被害が生じる場合等には、災害救助法が適用され

同法に基づき被災者の保護と社会の秩序の保全を図るため応急的救助が実施される。 

災害救助法の実施機関、適用基準、被災世帯の算定基準、適用手続きの概要につい

ては、次のとおり。 

 

 （１）災害救助法の実施機関 

    災害救助法による救助は、法定受託事務として知事が行い、市町村はこれを補助 

する。知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属す 

る救助の実施に関する事務の一部を市町村が行うこととすることができる。 

   （災害救助法第１３条、鹿児島県災害救助法施行細則） 

 

 （２）災害救助法の適用基準 

   ア 適用基準 

災害救助法による救助は、次に掲げる適用基準に該当する市町村において、現

に救助を必要とする者に対して行う。 

（ア）災害が発生するおそれがある段階において、国が災害対策基本法に基づく災

害対策本部を設置し、災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要

とするとき。 

（イ）次に掲げる程度の災害が発生した市町村の区域内において、被災し現に救助

を必要とするとき。 

     ａ 市町村の区域内の住家のうち、滅失した世帯の数が適用基準表の基準１号

以上であること。 

     ｂ 県内において１,５００世帯以上の住家が滅失し、市町村の区域内の住家

のうち滅失した世帯の数が適用基準表の基準２号以上であること。 
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     ｃ 県内において７,０００世帯以上の住家が滅失した場合又は災害が隔絶し

た地域に発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難とす

る特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失したものである

こと。 

     ｄ 多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じたこと。 

 

【災害救助法適用基準】 

市町村名 
人口（人） 

（令和２年国勢調査による。） 

基準（世帯） 

１号 ２号 

湧 水 町 ９,１１９ ４０ ２０ 

 

イ 災害救助の種類 

  実施者は、原則知事であるが、町長が実施可能な場合は、市町村長とする。 

災害救助の種類は、以下のとおり。 

１ 避難所の設置 
２ 応急仮設住宅の供与 
３ 炊出しその他食品の給与 
４ 飲料水の供給 
５ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 
６ 医 療 
７ 助 産 
８ 被災者の救出 
９ 被災した住宅の応急修理 
10 学用品の給与 
11 埋 葬 
12 死体の捜索 
13 死体の処理 
14 障害物の除去 

救助の対象、対象経費

等、期間、費用の限度額

等、基準の細部は、県の

計画によるほか、当時の

状況による。 

 

 （３）被災世帯の算定基準 

   ア 被災世帯の算定 

住家が滅失した世帯の数の算定にあたっては、住家が半壊し又は半焼する等著

しく損傷した世帯は２世帯をもって、住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時

的に住居することができない状態となった世帯は、３世帯をもって、それぞれ住

家の滅失した１世帯とみなす。 

イ 住家の滅失等の判定基準 

細部は、県の定める「災害報告の判定基準」による。 

ウ 世帯及び住家の単位 

（ア）世 帯 

生計を一にしている実際の生活単位をいう。 

（イ）住 家 

現実に住家のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどう

かを問わない。 
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 （４）災害救助法の適用手続き 

   ア 県の対応 

   （ア）知事は、市町村からの報告又は要請に基づき、災害救助法を適用する必要が

あると認めたときは、直ちに法に基づく救助の実施について、当該市町村及び

県各部局に指示するとともに、内閣総理大臣に通知又は報告する。 

   （イ）災害救助法を適用したときは、速やかに告示する。 

（ウ）知事は、災害救助法の適用基準のうち（ア）及び（イ）の「ｃ」及び「ｄ」

に該当する場合に、災害救助法を適用しようとするときは、事前に内閣総理大

臣（内閣府政策統括官（防災担当））に協議するものとする。 

（エ）災害対策本部が設置されている場合は、本部会議の審議を経て災害救助法を

適用するものとする。 

   イ 町の対応 

町内における災害が、災害救助法の適用基準のいずれかに該当し又は該当する

見込みがあるときは、直ちにその旨を県に報告する。 

【連絡先：社会福祉課福祉企画係ＮＴＴ回線：099 - 286 – 2255】 

 

４．広域応援体制 

大規模・広域災害が発生した場合、被害が拡大し、被災した県、市町村及び各防災 

関係機関独自では、対処することが困難な事態が予想される。 

このため、町は、県及び市町村相互の応援により、防災関係機関等とあらかじめ十

分な協議を行い相互応援の体制を整えるとともに、大規模な災害等による同時被災を

避ける観点から、遠方に所在する市町村等との災害時における応援協定等の締結に努

める。また、平常時においては、相互の情報交換、人材の交流等に努める。 

 

 （１）県及び市町村相互の応援 

  ア 鹿児島県及び県内市町村間の災害時相互応援協定等による応援 

町は、災害が県内で発生し又は発生するおそれがある場合において、被災し又

は被災するおそれがあり、町のみでは十分な災害応急対策を実施することができ

ない場合に、県及び県内市町村による応援活動を必要と認めるときは「鹿児島県

及び県内市町村間の災害時相互応援協定」及び災害対策基本法に基づき、迅速に

応援を要請する。 

（ア）応援を受けようとする市町村は、災害応急対策を行うために必要な場合、他

の市町村に対して応援を要請する。 

（イ）（ア）の応援を求められた市町村は、災害応急対策のうち、消防、救助等人命

に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置については、正当な理由

がない限り、応援を行う。災害応急対策の実施については、応援に従事する者

は、応援を受けようとする市町村の指揮の下に行動する。 

（ウ）県は、応援を受けようとする市町村から要請依頼を受けた場合は、応援可能

な他の市町村に対して応援の実施を依頼する。 

イ 県外への応援要請 

災害が大規模となり、県外の防災関係機関等からの応援が必要と判断される場

合、町は県に対してその調整を要請する。また、県は、災害応急対策を行うため

に必要な場合、災害規模に応じて他の都道府県に対して応援を求める。 
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ウ 市町村内所在機関相互の応援協力 

市町村の区域内に所在する県、指定地方行政機関等の出先機関及び市町村の区

域を活動領域とする公共的団体等は、災害が発生し又はまさに発生しようとする

場合は、市町村が実施する応急措置について、応援協力を行うものとする。 

   エ 遠方に所在する市町村等との相互応援協力 

     町は、大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、南大隅町との間で災

害時相互応援に関する協定を締結した。応援の種類は下記によるほか、相互応援

協力の細部は協定書による。 

（湧水町と南大隅町の災害時相互応援協定（令和元年１２月１６日締結）） 

 

① 救助、救援及びその他応急復旧活動等に必要な物資及び資機材の提供 

② 食糧、飲料水及びその他生活必需品等の物資並びにそれらを供給するために 

必要な資機材の提供 

③ 被災者の一時受入れ及びその受入れに必要な施設等の提供 

④ 応援復旧活動に必要な職員の派遣 

⑤ ボランティア等の斡旋 

⑥ その他、要請のあった事項 

 

（２）鹿児島県消防相互応援協定による応援 

町長は、（消防の一部事務組合等も含む 。）は、大規模な地震や火災等が発生して

所轄の消防力で災害の防御が困難な場合に、県内消防機関による広域的な応援を必

要と認めるときは、「鹿児島県消防相互応援協定」に基づき、迅速に応援要請を行う。 

 

（３）応援の受入れ体制の確立 

県は、鹿児島県災害時受援計画に基づき、災害の規模やニーズに応じた他の地方

公共団体及び防災関係機関からの応援体制を整備する。また、防災訓練等を通じて

検証を行い必要に応じて受援計画の見直しを行う。 

町及び防災関係機関は、災害の規模やニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及

び防災関係機関から応援を受けることができるよう、受援先の指定、受援に関する

連絡・要請の手順、災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠

点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等を内容とする受援計

画の策定に努める。また、県及び町は、感染症対策のため、応援職員の派遣にあた

り、派遣職員の健康管理等を徹底する。 

町は、応援職員の受入にあたっては、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の

活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に努める。 

さらに、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、応援職員等

に対して紹介できるホテル・旅館、公共施設の空きスペース、仮設の拠点や車両を

設置できる空き地など宿泊場所として活用可能な施設等のリスト化に努める。 
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 ５．自衛隊の災害派遣 

   大災害が発生した場合、被害が拡大し、町単独では対処することが困難な事態が予

想される。 

このため、自衛隊法第８３条の規定に基づく、自衛隊の効率的かつ迅速な災害派遣

と受入体制を整える。 

 

 （１）自衛隊の災害派遣（撤収）要請の方法 

   ア 災害派遣の範囲 

自衛隊の災害派遣には、災害の様相等に対応して、次のような方法がある。 

（ア）災害が発生し、知事が人命又は財産の保護のため必要があると認めて自衛隊

に災害派遣要請をした結果、派遣される場合 

（イ）災害に際し、被害がまさに発生しようとしている場合で、知事が予防のため

自衛隊に災害派遣要請をした結果、派遣される場合 

（ウ）災害が発生し又は正に発生しようとしている場合で、市町村長が応急措置を

実施するため必要があると認めて、知事に対して災害派遣をするよう要請を求

め、これを受けて知事が自衛隊に災害派遣要請をした結果、派遣される場合 

（エ）災害に際し、通信の途絶等により市町村長が知事に対する災害派遣要請に係

る要求ができない場合に、自衛隊が、市町村長からの被害状況の通知を受けて

自主的に派遣する場合 

（オ）災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊

が情報収集を行う必要があると認めて自主的に派遣する場合 

（カ）災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、知事からの災害派遣要請を

待ついとまがないと認めて自衛隊が自主的に派遣する場合 

（キ）庁舎・営舎その他の防衛庁の施設又はこれらの近傍に災害が発生したとき自

衛隊が自主的に派遣する場合 

イ 災害派遣要請の手続き 

（ア）災害派遣の要請者 

自衛隊の災害派遣要請は、知事が自衛隊法第８３条に基づき自己の判断又は

市町村長の要請要求により行う。 

（イ）要請手続き 

知事が自衛隊の派遣を要請するときは、次の事項を明らかにした文書をもっ

て要請する。 

ただし、 緊急を要する場合にあっては、電話等で要請し、じ後速やかに文  

書を送達する。 

 

ａ 災害の状況及び派遣を要請する理由 

ｂ 派遣を希望する期間 

ｃ 派遣を希望する区域及び活動内容 

ｄ その他参考となるべく事項 
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〈 自衛隊派遣要請系統 〉 

 

 

 

知 事 

                        陸上自衛隊 

危機管理防災局長       要 請        

 ↑ 依頼                    第１２普通科連隊長 等 

各担当部長 

 

 

要  （事後） 

請   災害 

要   派遣 

求   の通 

知を 

した 

旨の 

通知 

 

              通信が途絶した場合の緊急時の通知 

    市町村長 

              部隊の災害派遣 

 

 

   （ウ）要請文書のあて先 

要請文書のあて先は、次のとおり。 

 

災害派遣要請要求先 所在地 電話番号 備考 

担当部名 主管課 

鹿児島市鴨池新町 

10番１号 

（直通） 

099-286-2276 

099-286-2256 

(FAX) 

 

5519 

鹿 児 島 県 

危機管理防災局 
災害対策課 

 

   （エ）自衛隊の自主派遣 

大規模な地震等が発生し、通信の途絶等により、町、県、自衛隊間の連絡が

不可能である場合、人命救助等の災害応急対策につき、緊急を要し、要請を待

ついとまがないと認められるときは、自衛隊は、要請がなくても独自の判断で

部隊等を派遣することができる。 

 

 

-77- 



 

 

  ウ 知事への災害派遣要請の要求 

（ア）災害派遣要請の要求者 

知事に対する自衛隊災害派遣要請の要求は、原則として、市町村長が行う。 

（イ）要求手続 

市町村長が、知事に対する自衛隊災害派遣要請の要求をする場合は、次の事

項を明記した文書を各活動内容に応じて送達する。 

ただし、緊急を要する場合は、電話等で要求し、じ後速やかに文書を送達す

る。（この際、要請にあたっては、災害から人命や財産を社会的に保護する必

要性があるという「公共性」、 状況が切迫していて今すぐにでも救援が必要で

あるという「緊急性」、 自衛隊の派遣以外にほかに適当な手段がないという「非

代替性」の３つの要件を満たすことを前提に行う。） 

 

ａ 災害の状況及び派遣を要請する理由 

ｂ 派遣を希望する期間 

ｃ 派遣を希望する区域及び活動内容 

ｄ その他参考となるべき事項 

鹿児島県計画資料編１３．１３自衛隊災害派遣要請（撤収）様式参照 

 

（ウ）災害派遣要請の要求ができない場合の措置 

市町村長は、緊急避難、人命救助の場合で事態が急迫し知事に要求するいと

まがないとき若しくは通信の途絶等により知事への要求ができないときは、直

接最寄りの駐屯地司令等の職にある部隊の長に通知する。 

ただし、じ後速やかにその旨を知事に通知しなければならない。（この際、  

自衛隊の作業が他の災害救助・復旧機関等と競合又は重複することのないよう

重点的かつ効率的に作業を分担するよう配慮する。） 

（エ）要求文書のあて先 

 

自衛隊要請関係機関 所在地 電話番号 備考 

部隊名 主管科 

霧島市国分福島 

２丁目４－１４ 

0995－46－0350 

内線 235、237 

（夜間 301） 

 
第１２普通科連隊本部 第３科 

 

 

 

 

-78- 



 

 

 （２）災害派遣部隊の活動内容 

災害派遣部隊の活動内容は、概ね次のとおり。 

 

区  分 活 動 内 容 

被 害 状 況 の 
把 握 

知事等から要請があったとき又は指定部隊等の長が必要と認
めるときは、車両、航空機等状況に適した手段によって情報収
集活動を行い、被害状況を把握する。 

避 難 の 援 助 
避難の命令等が発令され、避難、立退き等が行われる場合で

必要あるときは、避難者の誘導、輸送等を行い、避難を援助す
る。 

遭 難 者 等 の 
捜 索 救 助 

死者、行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常他の救
助活動に優先して捜索救助を行う。 

水 防 活 動 
堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作製、運搬、積み込

み等の活動を行う。 

消 防 活 動 
火災に対しては、利用可能な消防車その他防火用具をもって

消防機関に協力して消火にあたる。 

道路又は水路の
啓 開 

道路又は水路が損壊し若しくは障害物がある場合は、それら
の啓開、除去にあたる。 

応急医療、感染
症予防、病虫害
防除等の支援 

特に要請があった場合は、被災者の応急医療、感染症予防、
病虫害防除等の支援を行うが、薬剤等は通常地方公共団体の提
供するものを使用するものとする。 

通 信 支 援 
特に要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認める場

合は、災害派遣任務の達成に支障を来さない限度において、外
部通信を支援する。 

人員及び物資の
緊 急 輸 送 

特に要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認める場

合は、救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物
資の緊急輸送を実施する。この場合、航空機による輸送は、特
に緊急を要すると認められるものについて行う。 

給食及び給水 
要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認める場合は

給食及び給水の支援を行う。 

入 浴 支 援 
要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認める場合は

入浴の支援を行う。 

救 助 物 資 の 
無 償 貸 付 
及 び 譲 与 

要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認める場合は
「防衛省所轄に属する物品の無償貸付け及び譲与等に関する省
令（平成２９年３月３１日外防衛省第６号（第３次改正））」に
基づき、救援物資を無償貸付け又は譲与する。 

交通規制の支援 
主として自衛隊車両の交通が輻輳する地点において、自衛隊

車両を対象として交通規制の支援を行う。 

危険物の保安 
及 び 除 去 

特に要請があった場合において、方面総監が必要と認めると
きは、能力上可能なものについて火薬類爆発物等危険物の保安
措置及び除去を実施する。 

そ の 他 
その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものに

ついては、所要の措置をとる。 
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 （３）自衛隊の災害派遣に伴う受入れ体制等 

ア 派遣部隊の受入体制 

（ア）町は、派遣部隊の宿泊施設又は野営施設を準備しておく。 

特に、駐車場について留意する。（地積、出入りの便を考慮） 

   災害の種類、被害の程度に応じた派遣部隊の活動拠点は、第５部「湧水町災

害時受援計画（案）」を基本計画とする。 

（イ）町は、自衛隊の作業が他の災害救助・復旧機関等と競合又は重複することの

ないよう、重点的かつ効率的に作業を分担するよう配慮する。 

（ウ）災害地における作業等に関しては、町と自衛隊指揮官との間で十分協議し決

定する。 

（エ）その他派遣部隊の便宜を図るため常に留意する。 

イ 使用器材の準備 

（ア）災害救助又は応急復旧作業等に使用する機械、器具類は特殊なものを除きで

き得る限り町において準備し、不足するものは派遣部隊の携行する機械器具類

を使用する。 

（イ）災害救助又は応急復旧作業等に予想される材料、消耗品類は、すべて町にお

いて準備し、不足するものは派遣部隊が携行する材料、消耗品類を使用する。 

ただし、派遣部隊携行の使用材料、消耗品類のすべてを町に譲渡するもので

はなく、災害時の程度その他の事情に応じて、町はできる限り返品又は代品弁

償しなければならない。 

（ウ）使用器材の準備については、以上のほかに現地作業にあたり無用の摩擦を避

けるため、でき得る限り事前に受入側の準備する材料、品目、数量、集積場所

及び使用並びに派遣部隊が携行する物品の使用及び回収等に関して所要の協定

を行う。 

ウ 経費の負担区分 

自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として派遣を受けた町が負担し、２以

上の地域にわたって活動した場合の負担割合は、関係市町で協議して定める。 

（ア）派遣部隊が救援活動を実施するため必要な資器材（自衛隊装備に係るものを

除く。） 等の購入費、借上料及び修繕費 

（イ）派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用及び借上料 

（ウ）派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話料等 

（エ）派遣部隊の救援活動の実施に際し生じた損害の補償（自衛隊装備に係るもの

を除く。） 

（オ）その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義のある場合は、自衛隊

と町で協議する。 
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エ 自衛隊受入れのためのヘリコプター発着場の準備 

自衛隊の災害派遣に際し、ヘリコプターによる物資や人員輸送が考えられる。 

災害派遣下における自衛隊ヘリコプターの離発着適地は、次のとおり。 

離発着適地 
使用区分 

安全上の留意等 
大型機 中型機 

栗 

野 

地 

域 

栗野防災センター  ○ ・民家との安全距離等 

町営グラウンド ○ ○  

栗野中学校グラウンド  ○ ・小石、砂埃飛散対策 

轟小学校グラウンド  ○ ・小石、砂埃飛散対策 

上場小学校グラウンド  ○ ・小石、砂埃飛散対策 

老竹コミュニティセンター  ○  

吉

松

地

域 

吉松公園グラウンド ○ ○  

吉松体育館前広場  ○ ・遊具との安全距離等 

吉松中学校グラウンド  ○ ・小石、砂埃飛散対策 

山下スカイパーク ○ ○  

魚野テイクオフ場  ○  

霧島演習場（場外離着陸場） ○ ○  

離発着適地合計 ４ １２  

必要な地積等 

 

【ＵＨ１Ｊ（中型機①）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＣＨ４７（大型機）】 

 

【ＵＨ６０（中型機②）】 

着陸点付近のほぼ中央に石灰等で、

直径４ｍ以上の円を描き、中央にＨと

記す。 

着陸点付近（着陸点からなるべく離れ

た地点）に吹き流し、又は旗を立てる。 

・ 布 製 

・ 風速２５ｍ／秒に耐えられる強度  
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 ６．技術者、技能者及び労働者の確保 

   災害時には、多数の応急対策の需要が発生し、応急活動を実施する人員の不足が予

想される。 

このため、災害応急対策の実施等のために必要な技術者、技能者及び労働者の確保

（公共職業安定所を通じて確保及び法に基づく従事命令等による確保）に努める。 

 

 ７．ボランティアとの連携等 

大規模な災害発生時は、各種援護を必要とする者が増大し、ボランティアの積極的

な参加が期待される一方で、その活動環境が十分に整備されないと効果的な活動がで

きない。 

このため、ボランティアの参加を促すとともに、活動が円滑かつ効果的に実施され

るよう環境整備に努める。 

 

 （１）ボランティアの受入れ、支援体制 

   ア ボランティア活動に関する情報提供 

被災者の様々なニーズの把握に努め、日本赤十字社鹿児島県支部、社会福祉協

議会及びボランティア関係協力団体との情報交換を行うとともに、報道機関を通

じて、求められるボランティア活動の内容、必要人員、活動拠点等について情報

提供を行う。 

   イ ボランティア支援体制の確立 

（ア）救援支援本部の対応 

県社会福祉協議会は、災害の状況に応じて必要と認めた場合は、救援対策本

部を設置し、災害ボランティアセンター、近隣支援本部の設置について連絡調

整や災害ボランティアセンター等の運営の支援等に努める。 

（イ）災害ボランティアセンターの対応 

町社会福祉協議会は、災害が発生した場合、必要に応じて速やかに、関係団

体等と連携の上、ボランティア活動の第一線の拠点として災害ボランティアセ

ンターを設置し、被災者ニーズの把握、具体的活動内容の指示、活動に必要な

物資の提供を行う。 

 

 （２）ボランティアの受付、登録、派遣等 

    ボランティアの受入れにあたり、災害ボランティアセンター等が、窓口を設けて

受付、登録を行い、活動内容等について、救援対策本部、近隣支援本部、ボランテ

ィア関係協力団体と連絡調整を図る。 

この際、ボランティア活動保険未加入者に対しては、紹介、加入に努める。 

なお、ボランティア活動への問い合わせは、庁内に総合窓口を設置し、災害ボラ

ンティアセンター等に引き継ぎ、登録等を行う。 

 

 （３）外国からの応援の受入れ 

    外国からの応援活動は、国が受入れを決定し、作成する受入れ計画に基づき、県

が受け入れる。町は、県国際交流課と調整、協議を行い、通訳ボランティア等につ

いて、所要の支援を受ける。 
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 ８．災害警備体制 

警察機関は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合には、早期に警備体制を 

確立して情報収集に努め、町民の生命、身体及び地域の安全確保を第一義とした迅速

かつ的確な災害警備活動を行う。 

 

（１）警備体制の確立 

   ア 災害警備本部等の設置 

災害が発生し又は発生するおそれがある場合、災害の規模・態様に応じて、体

制を構築する。 

イ 非常参集等 

災害が発生し又は発生するおそれがあることを認知した場合は、直ちに非常参

集し又は所属に連絡して指揮を受けて応召する。 

 

（２）災害発生時における措置 

ア 情報の収集及び報告 

災害警備本部等を設置すべき災害が発生した場合、速やかに被害状況等を関係

部署に報告するとともに、その後判明した被害情報も逐次報告する。 

イ 情報連絡員（リエゾン）の派遣 

災害初期の段階で、県災害対策本部及び発災地域を管轄する市町村災害対策本

部に情報連絡員（リエゾン）を派遣し、自治体及び自衛隊、海上保安庁、消防機

関等各関係機関との情報共有及び自治体等との連絡調整を行う。 

ウ 住民の避難誘導 

市町村長が高齢者等避難を発表し又は避難指示を発令した場合において、市町

村長から支援の要請を受け又は支援の必要を認めるときは、警察官を出動させ、

避難情報の伝達や地域住民の避難誘導等必要な支援にあたる。 

エ 救出救助活動等 

災害発生当初の７２時間が救出・救助活動において極めて重要な時間帯である 

ことを踏まえ、人員、資機材等を被災状況に応じて集中・重点的に配分する。 

オ 緊急交通路の確保等 

災害応急対策が、的確かつ円滑に行われるよう、緊急の必要があると認めると

きは、速やかに区域を指定して緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し又は制限

するなど、緊急交通路の確保にあたる。 

カ 死体の検視及び身元不明死体の身元特定 

多数死体の検視等を実施する際は、関係機関と協力して、要員、場所等を確保

するとともに、医師等と連携し、適正に死体観察を行うものとする。 

キ 安否不明者等の捜索及び調査 

安否不明者について警察官による調査や関係機関との情報共有等により、早急 

に把握するとともに、被害状況及び安否不明者情報に基づき、必要な捜索部隊を

編成し、要救助事案現場等において捜索にあたる。 
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   ク 優先度が高い業務の継続及び警察機能の移転 

災害警備活動と同時に、優先度が高い業務の選定と業務体制やバックアップ体

制の確保を行わなければならない。また、機能を果たすことが困難となった警察

施設については、代替施設への移転による警察機能の確保を行うものとする。 

 

（３）事態安定期における措置 

   ア 被災地域における社会秩序の維持 

復旧・復興の初期段階から社会秩序と治安の維持に努めるものとし、所要の体

制を整備した上で、おおむね次の活動を推進する。 

（ア）治安維持機能の回復 

ａ 被災地域における犯罪情勢の把握 

ｂ 被災地域における広報啓発活動・相談活動 

ｃ 警戒区域における警戒警備 

ｄ 避難所巡回パトロール 

ｅ 大量拾得物への適切な対応 

（イ）災害に便乗した犯罪の取締り 

ａ 無人となった住宅・店舗、ＡＴＭに対する防犯対策 

ｂ 災害に便乗した各種事件等への対応 

イ 災害復旧及び復興対策への協力 

（ア）交通規制の実施 

交通状況、道路状況等を考慮し、かつ、輸送需要を踏まえ、適切な交通規制

の実施及び解除を行う。 

（イ）支援活動への協力 

自発的支援活動（ボランティア活動）が円滑に行われるための支援活動に協

力する。 

ウ その他必要な警察措置 

（ア）被災者の支援 

   被災者に対する情報伝達活動、臨時相談所の設置等による警察相談への対応

を図る。 

（イ）計画停電への対応 

（ウ）被災地域における警衛・警護体制の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-84- 



 

 

第２章 警戒避難期の応急対策 

 風水害時の気象警報等の発表以降、災害の発生に到る警戒避難期においては、各種情報

を収集・伝達するとともに、避難、救助、救急、緊急医療等の人命の確保（要配慮者への

支援を含む。）や水防・土砂災害の防止対策等の緊急を要する対策を効果的に実施する必要

がある。本章では、このような警戒避難期の応急対策について定める。 

 

１．気象情報等の収集・伝達 

  風水害時の応急対策を進めるうえで、情報システムで提供される防災気象情報等は、

基本的な情報である。 

このため、予め定めた警報等を伝達系統により確実に受信し、その内容を関係機関

等に伝達する。 

 

 （１）台風や気象に関する情報等、注意報・警報・危険警報・特別警報 

ア 台風や気象に関する情報等 

台 風 情 報 
台風が発生したときに発表される。台風の位置や中心気圧等の実

況及び予想が記載されている。台風が日本に近づくに伴い、より詳
細な情報がより更新頻度を上げて提供される。 

府 県 気 象 
解 説 情 報 

警報等に先立って警戒・注意を呼びかけたり、警報等の発表中に
現象の経過、予想、防災上の留意点等を解説したりするために、都
道府県単位（北海道、沖縄県ではさらに細かい単位）で適時発表さ
れる。 

府 県 気 象 
防 災 速 報 

 警戒レベル相当情報やそれ以外の警報等を捕捉する情報として、
顕著現象が発生または発生しつつある場合に発表される。 

そ の 他 気象に関する警報等、見通し情報がある。 

 

イ 気象に関する警報等（注意報・警報・危険警報・特別警報） 

     気象現象等によって、災害が起こるおそれのあるときに発表され、「注意報、警

報、危険警報、特別警報」の４種類がある。「危険警報・警報・注意報」は、居住

者等の安全確保行動がとられるまでに要する時間を考慮して、災害に結びつくよ

うな激しい現象が発生する一定時間前の時点で発表することが基本とされる。 

「特別警報」は、洪水や内水氾濫などの発生情報なども踏まえ、災害が既に発生

している蓋然性が極めて高い情報として、警戒レベル５相当情報と位置づけて運

用する情報である。 

気象警報・注意報を補足する情報等として、「気象防災速報」と「気象解説情

報」が発表される。「気象防災速報」は、線状降水帯の発生や記録的な短時間大雨

など、極端な現象を速報的に伝える情報で、気象防災速報（記録的短時間大雨）、

気象防災速報（線状降水帯発生）、気象防災速報（線状降水帯直前予測）、気象防

災速報（竜巻注意/竜巻目撃）として発表される。 

「気象解説情報」は、現在・今後の気象状況を網羅的に解説する情報で、気象解

説情報（※）（※何に着目した情報なのかがわかるよう、括弧内にキーワードが付

される。）、気象解説情報（台風第〇号）、気象解説情報（大雨）等として発表され

る。なお、気象防災速報は「府県単位」で発表され、気象解説情報は「全国・地

方・府県単位」で発表される気象情報である。 
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早期注意情報は、警報級の現象が５日先までに予想されるときに、その可能性

が高・中の２段階で発表される。数日先の早期注意情報は、台風・低気圧・前線

などの大規模な現象に伴う大雨等が主な対象であり、翌日までの期間の早期注意

情報は積乱雲や線状降水帯などの小規模な現象に伴う大雨等から台風・低気圧・

前線などの大規模な現象に伴う大雨等までが対象となる。 

ウ 見通し情報 

気象に関する見通し情報のうち、早期注意情報は警戒レベル１として発表され、

居住者・施設管理者等に災害への心構えを高めることを促す。 

また、大雨・氾濫・土砂災害・高潮注意報は警戒レベル２として発表され、居

住者や施設管理者等に対して避難に備えた避難行動の確認を促す。 

時系列情報（明日までの警報等の見通し）は、気象庁から提供され、市町村ご

との明日までにおいて、土砂災害、高潮等については警戒レベル相当情報の発表

が予測される時間帯を、それ以外の現象（大雨や暴風等）については警報等の基

準を超過すると予想される時間帯をそれぞれ３時間単位で提示し、１日４回（０

５時、１１時、１７時、２３時）情報更新され、気象庁ホームページでは常時表

示される。なお、今後の見通しが大きく変わった場合などには、必要に応じて臨

時に修正情報が発表される。 

 

 （２）雨量に関する情報 

   ア 地点雨量    

① アメダス：各観測地点で実測した降水量：１０分毎 

② テレメータ雨量、リアルタイム雨量：各観測地点で実測した降水量：１０分毎 

 

イ 面的な雨量 

① レーダー雨量（Ｃバンドレーダ）：１kmメッシュ：５分毎 

② レーダー雨量（XRAIN）：２５０ｍメッシュ：１分毎 

③ リアルタイムレーダー：各レーダー情報の重ね合わせ：５分毎 

④ 解析雨量：レーダーとアメダス等の降水量観測値から作成した降水量の分布 

：１kmメッシュ：１０分毎 

⑤ 高解像度降水ナウキャスト：レーダー実況と１時間先までの降水強度 

： （３０分先まで）２５０ｍメッシュ：５分毎 

（３５分先から６０分先まで）１kmメッシュ：５分毎 

⑥ 降水短時間予報：１５時間先までの１時間毎の降水量分布の予想 

： （６時間先まで）１kmメッシュ：１０分毎 

（７時間先から１５時間先まで）５kmメッシュ：１時間毎 

 

ウ 流域平均雨量等 

洪水予報河川、水位周知河川及び水位を監視している河川の氾濫に伴う市町村

の警戒レベル４避難指示等の判断に活用できる。 

特に、山間部などの中小河川など、降雨から洪水発生までの時間が短い河川に

おいては、有効な場合が多い。（川の防災情報を活用すれば参照できる。） 
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 （３）水位に関する情報 

 

項 目 提供元 説 明 発表間隔 主な提供サイト 

河川カメラ

画 像  

国土交通省、都

道府県又は市町

村  

・ 河川カメラによる河川 

の画像情報 

 ・ 川の防災情報 

・ 川の水位情報 

テレメータ

水 位 

国土交通省又は

都道府県  

・ 国土交通省河川事務所 

等が観測した水位 １０分毎 

・ 川の防災情報 

・ 市町村向け川 

の防災情報 

危機管理型 

水位計水位 

国土交通省又は

都道府県又は市

町村  

・ 国土交通省河川事務所 

等が観測した水位 
主に 

１０分毎 

・ 川の防災情報 

・ 川の水位情報 

水 位 予 測 国土交通省 ・ 洪水予報河川等の水 

 位の予測が技術的に可

能な流域面積が大きい

河川について、数時間先 

までの水位を予測 

概ね 

１０分毎 

・ 国管理河川の 

洪水危険度分布 

（水害リスクライン） 

（市町村向け） 

・ 市町村向け川の 

 防災情報 

 

（４）洪水等に関する情報 

ア 洪水予報河川における指定河川洪水予報（水位予測）、水位周知河川における

水位到達情報 

（ア）避難行動を判断する目安とする水位 

洪水予報河川（水位や流量の予報（洪水予報）が行われる河川：川内川）及

び水位周知河川（現状の水位や流量の情報が提供される河川：綿打川）では避

難行動を判断する目安とする水位が河川毎に定められている。なお、洪水予報

河川は、流域面積が大きく、洪水により大きな損害を生ずる河川について、そ

の区間を定めて指定される。 

   （イ）指定河川洪水予報及び水位到達情報の名称と発表されるタイミング 

洪水予報河川における指定河川洪水予報、水位周知河川における水位到達情

報では、到達した水位に応じた警報等が発表される。指定河川洪水予報、水位

到達情報の発表単位に基準となる水位観測所が複数含まれている場合は、その

うち最も危険度が高い水位観測所の水位等に応じた指定河川洪水予報、水位到

達情報が発表される。さらに、洪水予報河川においては、指定河川洪水予報と

して、避難行動を判断する目安となる各水位への到達にあわせて数時間先まで

の水位予測が公表される。水位予測は主要な水位観測所毎に発表される。 

また、令和７年１２月の水防法改正により、氾濫の発生による著しい危険が

切迫し、命の危険から直ちに身の安全を確保することが必要な緊急的な状況下

における河川管理者等による氾濫等の通報が規定され、市町村長のレベル５緊

急安全確保の発令判断に活用することができるようになった。氾濫等の通報の

対象となる河川の区域や通報基準などについては、都道府県の水防協議会で協

議を行い、水防計画に定めることとなっている。 
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   イ 内水氾濫危険情報 

水位周知下水道において所定の水位に到達した場合、内水氾濫危険情報（警戒

レベル４相当情報（内水氾濫））が発表される。市町村長の警戒レベル４避難指示

の発令判断、居住者・施設管理者等の避難判断の目安となる。 

   ウ 洪水キキクル 

水位周知河川及びその他河川の氾濫に伴う、市町村長の警戒レベル４避難指示

等の判断に活用する。河川の流域単位で降雨の流出・流下過程を簡易的に考慮し

た情報であり、上流域の雨量の予測情報（３時間先までの降水短時間予報）を取

り込んで、上流域に降った雨が河川に集まり流れ下る量を計算し、大雨に関する

警報等の基準値（以下「基準値」という。）への到達状況に応じて５段階に判定し

た結果が色分けして表示され、３時間先までの洪水危険度を面的に把握できる。  

洪水キキクルは、常時１０分毎に更新される。基準値は、過去の洪水発生時の

流域雨量指数の値を網羅的に調査した上で設定しているため、流域雨量指数の計

算では考慮されていない要素（ダムや堰、水門等の人為的な流水の制御、潮位の

影響及び支川合流の影響、堤防等のインフラの整備状況の違いなど）も基準値に

は一定程度反映されている 

   エ 浸水キキクル 

内水氾濫に伴う市町村長の警戒レベル４避難指示等の判断に活用する。短時間

強雨による浸水害発生の危険度の高まりを、地図上で１km四方の領域ごとに５段

階で色分けして示す情報である。 

浸水キキクルは、常時１０分毎に更新される。雨が強まってきたときやレベル

４大雨危険警報等が発表されたときに、どこで危険度が高まっているのかを把握

することができる。 

 

 （５）土砂災害に関する情報 

ア 土砂災害の危険度分布 

市町村単位で発表される警報等に比べて、時間的、空間的によりきめ細かく土

砂災害の発生危険度を把握できるよう、メッシュ単位の土砂災害発生危険度や危

険度の推移がわかるスネーク曲線等の情報が一般公開されている。気象庁が提供

する土砂キキクルと県が提供する土砂災害危険度情報をまとめて、土砂災害の危

険度分布と呼ぶ。 

イ 土砂災害危険度情報 

都道府県毎、１～５kmメッシュ、１０分～６０分毎、最大２～３時間先までの

土砂災害の危険度を表示する。 

ウ 土砂キキクル 

雨による土砂災害発生の危険度の高まりを、地図上で５段階に色分けして示す

情報である。１０分毎に更新しており、レベル４土砂災害危険警報やレベル３土

砂災害警報等が発表されたときに、土砂キキクルにより、どこでどの警戒レベル

相当なのかを把握することができる。避難にかかる時間を考慮して、危険度の判

定には危険度に応じて、最大６時間先までの雨量及び土壌雨量指数の予測値を用

いている。 
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 （６）火災に関する情報 

ア 火災気象通報 

（ア）発表機関及び伝達系統 

火災気象通報とは、消防法に基づいて鹿児島地方気象台長及び名瀬測候所長

が、気象状況が火災予防上危険であると認めるときに、その状況を直ちに知事

に通報するものである。知事は、その通報を受けたときは直ちに、それを市町

村長に通知しなければならない。 

（イ）発表基準 

実効湿度６５％以下で、最小湿度が４０％を下り、かつ、最大風速が、７m/s

をこえる見込みのとき。 

（なお、陸上を対象とした強風注意報の発表が予想され、火災気象通報基準に

該当する全ての地域・時間帯で、降水（降雪を含む）が予想される場合は、火

災気象通報に該当しない。） 

   イ 火災警報 

（ア）発表機関 

火災警報は、町長が火災気象通報の伝達を受けたとき又はその他によって気

象状況を知ったとき、その地域の条件等を考慮して必要な地域について発表す

る。 

空気が乾燥し、かつ、風の強いとき等で火災の危険が予想されるときに発表

するものとし、具体的な発表基準は、次のような気象状況を考慮して定める。 

ａ 実効湿度が６５％以下又は最小湿度が３５％以下に下がる見込みのとき。 

ｂ 平均風速が県本土で１２メートル以上の風が吹く見込みのとき。 

   （イ）林野火災注意報及び林野火災警報の発表機関及び発表基準 

      林野火災注意報は、町長が林野火災の予防上注意を要する気象状況になった

際に発令する。火災警報のうち林野火災警報は、町長が林野火災の予防上危険

な気象状況になった際に発令する。 

ａ 林野火災注意報の発令指標の設定例 

以下の①又は②のいずれかの条件に該当する場合 

① 前３日間の合計降水量が、「１㎜以下」かつ前３０日間の合計降水量が

「３０㎜以下」 

② 前３日間の合計降水量が「１㎜以下」かつ「乾燥注意報」が発表 

     ｂ 林野火災警報の発令指標の設定例 

林野火災注意報の発令指標に加え、「強風注意報」が発表されている場合 
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 （２）気象警報等の受信・伝達 

   ア 県における措置 

（ア）気象台から通知される警報等は、県災害対策課において受領する。 

（イ）名瀬測候所から通知される警報等は、県災害対策課が受領する。 

（ウ）災害対策課長は、気象警報等を受領したときは、直ちに関係のある部課長及

び各地振興連絡協議会長、熊毛支庁長、関係市町村長、関係消防本部（局）消

防長、陸上自衛隊第１２普通科連隊長及び海上自衛隊第１航空群司令等に通知

する。 

（エ）災害対策課長から、警報等の連絡を受けた各地振興連絡協議会長及び熊毛支

庁長は、当該警報等が市町村に伝達されたかを確認するとともに、必要に応じ

関係出先事務所にも通知する。 

（オ）災害対策課長から、警報等の連絡を受けた関係機関課長は、必要に応じ関係

出先機関の長に通知するとともに、当該警報等により予測される事態に対し、

取るべき措置等をあわせて指示する。 

（カ）当該警報等に予測される事態に対し、取るべき措置等の指示を受けた関係出

先機関の長は、当該事案が市町村に係わるものについては、直ちに市町村に指

示・連絡するとともに、当該地域振興連絡協議会にも連絡する。 

   イ 町における措置 

（ア）町長は、警報等の連絡の受理体制を常に確立しておく。 

また、連絡を受けたときは、速やかに、関係機関及び住民等に周知徹底する。 

この場合、要配慮者施設への伝達に配慮する。 

   （イ）気象警報等の受信・伝達 

ａ 伝達系統 

 

・ 各課長      →    役場職員 

・ 消防正副団長   →    各消防分団長   →    消防団員 

・ 各消防分団長   →    消防団員 

・ 区 長      →    自治会長     →   各住民 

・ 広報車      →    各住民 

・ 防災行政無線   →    各住民 

・ 教育委員会    →    町内小中学校 

・ 各関係団体    →    各団体長 

 

ｂ 町長は、特に重要な災害対策の実施を必要とする警報等の伝達を受けたと

きは、速やかに住民等に周知徹底する。 
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     ｃ 町内に伝達される関係機関ごとの予・警報等伝達系統 

 

  鹿    日本電信電話ＫＫ          吉松駐在所    所在官公署 

  児            伊佐 

島    県警本部    湧水警察署     栗野交番   

  地 

方    鹿児島県              湧水町      地域住民 

  気 

象    川内川河川事務所               要援護者関連施設 

  台 

    ＮＨＫ鹿児島放送局 

 

 ２．災害情報・被害情報の収集・伝達 

災害対策本部は、災害発生直後から被災状況を正確に把握するため、各地区等から

災害情報及び被害情報を収集し、防災関係機関との間で相互に連絡するとともに、速

やかに県・関係機関等に報告する。 

この際、特に町民の生命に関わる情報の収集に重点を置き、収集した情報は、県、

近隣市町や関係機関等と共有し、応急対策に活用する。 

  

（１）災害情報等の収集・伝達 

  ア 災害情報等の収集・伝達 

情報の収集においては、以下の情報を収集する。特に、人命危険に関する情報

を優先し、速報性を重視する。 

人的被害の状況のうち、行方不明者の数は、捜索・救助体制の検討等に必要な

情報であるので、住民登録の有無にかかわらず、町内（河川を含む。）で、行方不

明となった者について、警察等関係機関の協力に基づき、正確な情報の収集に努

める。 

また、行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っているこ

とが判明した場合には、当該登録地の市町村又は県（外国人のうち、旅行者など

住民登録の対象外の者は、直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）に

連絡する。 

なお、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利

利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命にかかわる

ような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な

限り安否情報を回答するよう努める。 

この場合において、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係

地方公共団体、消防機関、県警察等と協力して、被災者に関する情報の収集に努

める。 

被災者の中に配偶者から暴力等を受け、加害者から追跡されて危害を受ける恐

れがある者等が含まれる場合は、その加害者等に居場所を知られることのないよ

う個人情報の管理を徹底するように努める。 
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（ア）収集すべき災害情報等の内容 

ａ 人的被害 

（死傷者数、生き埋め者のいる可能性のある要救出現場の箇所数、行方不明

者の数を含む） 

ｂ 住家被害 

（全壊、倒壊、床上浸水等） 

ｃ 津波・高潮被害状況 

（人的被害状況、倒壊家屋状況） 

ｄ 土砂災害 

（人的・住家・公共施設被害を伴うもの） 

ｅ 出火件数又は出火状況 

ｆ 二次災害危険箇所 

（土砂災害危険、高圧ガス漏洩事故など） 

ｇ 輸送関連施設被害 

（道路、港湾、漁港） 

ｈ ライフライン施設被害 

（電気、電話、ガス、水道施設被害） 

ｉ 避難状況、救護所開設状況 

ｊ 災害対策本部設置等の状況 

ｋ 災害の状況及びその及ぼす社会的影響から見て、報告する必要があるもの 

   （イ）災害情報等の収集 

ａ 町職員等（消防機関含む。）による情報収集 

職員は、原則として、情報収集担当区域（栗野地域、吉松地域）に応じて

人命危険情報を収集する。 

収集した情報の災害対策本部への報告は、電話、無線等による通報のほか

バイク、自転車、徒歩等の手段による登庁後の報告による。 

この際、参集途上に可能な限り人命危険情報を収集し、その結果を参集後 

災害対策本部へ報告する。 

     ｂ 災害対策本部における情報収集 

     （ａ）気象警報、台風情報、積算雨量、アメダス降水量等の情報 

（ｂ）震度情報ネットワークによる震度情報及び各種の被害情報 

（ｃ）主要河川の水位、雨量等の情報 

（ｄ）土砂災害危険箇所の警戒避難に資する雨量等の情報 

（ｅ）県内主要道路の通行規制情報等 

（ｆ）河川監視カメラ、現地確認等による町内の被災状況等 

（ｇ）県消防・防災ヘリ、県警ヘリから報告された被災地の情報 

（ｈ）テレビ等報道機関による被災地の情報 

（ｉ）情報システムによる防災情報の活用 

     ｃ 警察機関による情報収集 

警備活動や住民からの通報により把握された人命危険情報を集約し、災害

対策本部等に報告する。 
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   （ウ）災害情報等の集約、活用、報告及び共有化 

ａ 報告情報の集約 

災害対策本部等において、上記方法により報告された災害情報等を整理し 

広域応援要請、自衛隊派遣要請、避難の指示、災害救助法の適用申請等の必

要性の有無を判断できるよう集約し、適宜、全職員に周知する。 

ｂ 県等への報告 

       できるだけ早期に被害概況に関する報告を行う。 

特に、災害規模の把握を行う県等への報告は、以下を目標に実施する。 

この際、被災状況の報告に資する具体的な情報収集要領をあらかじめ作成

するように努める。 

     （ａ）第１報（参集途上の被害状況、庁舎周辺の被害状況） 

・ 勤務時間外（総務課職員の登庁直後） 

・ 勤務時間内（災害発生直後） 

     （ｂ）人命危険情報の中間集約結果の報告 

災害発生後、出来る限り早く報告する。 

なお、この段階で災害対策本部の意思決定（広域応援要請、自衛隊派遣

要請、避難指示、災害救助法の適用申請等の必要性の有無）が得られて

いれば、決定事項を報告する。 

     （ｃ）人命危険情報の集約結果（全体概要）の報告 

災害発生後１時間以内（遅くとも、２時間以内を目標とする。） 

県への報告は、災害情報等報告系統と同一の系統及び方法を用いる。 

     （ｄ）同時多発火災や救出要請等により、１１９番通報が殺到した場合には、 

その状況を直ちに、県及び消防庁に報告する。 

     ｃ 人的被害情報の集約・調整 

人的被害の数（死者・行方不明者数をいう。）は、県が一元的に集約、調整

を行う。県は、人的被害の数について広報を行う際には、市町村等と密接に

連携しながら適切に行う。この際、要救助者の迅速な把握による救助活動の

効率化・円滑化のために必要と認めるときは、「災害時における行方不明者等

の氏名等の公表方針」（令和４年５月１３日策定、令和５年３月３１日一部見

直し）に基づき、市町村等と連携の上、行方不明者等の氏名等を公表し、そ

の安否情報を収集・精査することにより、速やかな要救助者の絞り込みに努

める。 

   （エ）災害情報等を収集するにあたっての留意事項 

ａ 発災初期の情報収集は、震度情報、１１９番通報の殺到状況、被災地の映

像情報など、被害規模を推定するため概括的な情報の収集・伝達を行う。 

ｂ 人的被害、住家被害、避難、火災の発生・延焼の状況等、広域的な災害応

急対策を実施する上で重要かつ緊急性の高い情報について、他の情報に優先

し収集・報告する。 
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   イ 災害情報等の報告 

   （ア）災害情報等の報告系統 

     ａ 町内の災害情報及び被害情報（ 以下「災害情報等」という。）を収集・把

握し、県総合防災システム等を活用して、県その他の関係機関に報告する。 

なお、通信途絶等により、県との連絡がとれない場合は、消防庁に直接被

害情報等の連絡を行う。 

     ｂ 通信手段の途絶等が発生し、被害情報等の報告が十分実施できない場合は

県から調査のための職員の派遣、ヘリコプター等の機材や各種通信手段の支

援を受ける。 

   （イ）災害情報等の種類及び内容 

ａ 災害情報 

災害情報とは、災害が発生しそうな状況のときから、被害が数的に判明す

る以前の間における被害に関する次のようなものをいう。 

（ａ）災害発生のおそれのある異常な現象が生じたとき、その異常現象を必要

な災害対策機関に通報するもの。 

（ｂ）災害の発生する直前に、災害が発生しようとしている状況を通報するも

の。 

（ｃ）災害発生前の災害防止対策又は災害拡大防止対策の活動状況を通報する

もの。 

     （ｄ）災害が発生しているが、災害の程度が数的に把握できない状況を通報す

るもの。 

ｂ 災害報告の基準 

県が、国（内閣総理大臣）に報告すべき災害の基準は、以下のとおり。 

（ａ）災害救助法の適用基準に合致するもの。 

（ｂ）県又は市町村が災害対策本部を設置したもの。 

（ｃ）災害が当初は軽微であっても、２県以上にまたがるもので、一つの県に

おける被害は軽微であっても、全国的にみた場合に同一災害で大きな被害

を生じているもの。 

（ｄ）災害による被害に対して、国の特別の財政援助を要するもの。 

（ｅ）災害の状況及びその社会的影響等からみて、報告する必要があるもの。 

（ｆ）ａ～ｅに定める災害になるおそれのある災害 

ｃ 災害報告の種類 

災害報告とは、被害の程度が数的に把握できる被害情報をあらかじめ定め

られた様式により、報告（通報）する次のものをいう。 

（ａ）災害速報 

報告（通報）すべき災害等を知覚したとき、原則として知覚後３０分以

内で可能な限り早く、わかる範囲で、その第１報を報告するものとし、以

後、判明したもののうちから逐次報告するもの。 

（ｂ）災害確定報告 

応急対策を終了した後、２０日以内に報告（通報）するもの。 
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     （ｃ）災害中間年報 

１２月２０日までに報告（通報）するもの。 

     （ｄ）災害年報 

４月３０日までに報告（通報）するもの。 

   （ウ）災害情報、災害報告の通報及び報告要領 

ａ 災害発生のおそれのある異常現象の通報要領 

（ａ）発見者の通報 

異常現象を発見した者は、その現象が、水防に関する場合は、水防機関

（水防管理者又はその他水防関係者）に、火災に関する場合は、消防機関

に、その他の気象、地震、水象、海難の場合は、町長又は警察署長（警察

官）に通報する。 

（ｂ）警察署長等の通報 

異常現象発見の通報を受けた警察署長（警察官）等は、直ちに、市町村

長に通報する。 

（ｃ）町長の通報 

上記（ａ）、（ｂ）及びその他により異常現象を承知した場合は、直ちに

次の機関に通報する。 

・ 気象、地震、水象に関するものは、関係気象官署 

・ その異常現象により、災害発生が予想される隣接市町村 

・ その異常現象により、予想される災害の対策実施機関 

     （ｄ）気象官署に対する通報要領 

異常現象を承知した町長は、原則、電話又は電報で通報する。 

       ・ 気象関係 

       ・ 水象に関するもの。（台風等に伴う異常潮位、異常波浪等） 

ｂ 災害報告の様式 

県の定める様式（災害報告取扱要領「資料編」）による。 

 

      【報告・通報先】 

区  分 関係機関 連 絡 先 

全  般 県庁災害対策課 
☏  直通：099-286-2276/2295/2311 

○Ｆ   ：099-286-5519 

気 象 関 係 鹿児島地方気象台 
☏ 代表：099-250-9911/9919 

○Ｆ   ：099-255-4243 

水 象 関 係 川内川河川事務所 

☏ 直通：0996-22-3359（流域治水課） 

☏ 直通：0996-22-3597（菱刈出張所） 

○Ｆ   ：0995-26-2860（菱刈出張所） 

そ の 他 伊佐湧水警察署 
☏  直通：0995-22-0110 

○Ｆ   ：0995-22-0970 
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 （２）災害報告の判定基準 

人及び家屋等の一般被害に関する判定基準は、以下のとおり。 

区 分 被害の判定基準 

死 者 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体を確認することが

できないが死亡したことが確実な者とする。 

行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者とする。 

重 傷 者 
軽 傷 者 

災害のため負傷し、医師の治療を受け又は受ける必要のあるもののうち

「重傷者」とは、１月以上の治療を要する見込みの者とし、「軽傷者」とは

１月未満で治療できる見込みの者とする。 

住 家 現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるか

どうかを問わない。 

非 住 家 住家以外の建築物をいうものとする。 

なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。 

ただし、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分は

住家とする。 

 公共建物 例えば、役場庁舎、公民館、公立保育所等の公共の用に供する建物とする。 

住 家 全 壊 
（全焼・全流失） 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部

が倒壊、流失、埋没、焼失したもの又は住家の損壊が甚だしく、補修により

元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若

しくは流出した部分の床面積がその住家の延床面積の７０％以上に達した

程度のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損

害割合で、その住家の損害割合が、５０％以上に達した程度のものとする。 

住 家 半 壊 
（ 半 焼 ） 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住

家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具

体的には、損壊部分がその住家の延べ床面積の２０％以上７０％未満のもの

又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で、そ

の住家の損害割合が２０％以上５０％未満のものとする。 

一 部 破 損 
 

全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度の

ものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

床 上 浸 水 住家の床より上に浸水したもの及び、全壊・半壊には該当しないが、土砂

竹木のたい積により一時的に居住することができないものとする。 

床 下 浸 水 床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 

り 災 世 帯 災害により全壊、半壊及び、床上浸水の被害を受け、通常の生活を維持で

きなくなった生計を一にしている世帯とする。 

例えば、寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活

を営んでいるものについては、これを一世帯として扱い、また、同一家屋の

親子、夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱うものとする。 

り 災 者 り災世帯の構成員とする。 

（注１） 住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築

された建物又は完全に区画された建物の一部」を戸の単位として算定するもの

とする。 

（注２） 損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じること 

により、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。 

（注３） 主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって 

住家の一部として固定された設備を含む。 
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 ３．広 報 

風水害等の災害に際して、浸水、斜面崩壊等様々な災害に対する町民の防災活動を

喚起し、誘導できるよう、必要な情報を町民及び関係機関等に広報する必要がある。 

このため、保有する情報伝達手段を駆使して最も効果的な方法で広報するとともに

災害時の適切な防災活動を遂行する上で、それを阻害するような混乱を回避できるよ

う配慮する。 

 

 （１）広報内容 

    災害時には、以下に示す人命の安全確保、人心の安定及び行政と住民の防災活動

を支援する広報を優先して実施する。 

また、気象警報、避難指示等を住民に周知することにより、迅速・的確な避難行

動に結びつけるよう、その伝達内容等についてあらかじめ検討しておく。 

その際、高齢者や障害者等の要配慮者に配慮する。 

ア 災害危険地域住民への警戒呼びかけ（避難誘導）、避難の指示 

広報担当者は、降雨が長期化し、災害危険が増大していると判断されるときは

事前に定めた広報要領により、大雨への警戒を強め、必要に応じ事前避難に関す

る広報を実施する。 

イ 災害発生直後の広報 

災害対策本部は、各種広報媒体を活用して広報を実施する。災害発生直後の広

報は、自主防災組織、住民等へ災害時の防災行動を喚起するため、以下の内容の

広報を実施する。 

（ア）緊急避難を要する地域住民等への避難の喚起・指示 

（イ）隣近所等の要配慮者の安否確認の喚起・指示 

（ウ）出火防止、初期消火、プロパンガスの元栓閉栓の喚起・指示 

ウ 災害発生後、事態が落ち着いた段階での広報 

  各種広報媒体を活用し、以下の内容の広報を実施する。 

（ア）二次災害の危険が予想される地域住民等への警戒呼びかけ 

（イ）地域（地区）別の避難所 

（ウ）混乱防止の呼びかけ 

不確実な情報に惑わされない。テレビ、ラジオ、行政機関のホームページ、

県防災Ｗｅｂ、緊急速報（エリアメール等）、告知放送等から情報を入手する

ようになど。 

（エ）安否情報 

安否情報は、ＮＴＴの災害用伝言ダイヤル“１７１”や、各携帯電話会社が

大規模災害時に開設する災害用伝言板などを活用するよう広報する。 

（オ）被災者救援活動方針・救援活動の内容 

   細部は、資料編及び県作成の住民向けの広報案文を参照 

エ 広報及び情報等の収集要領等 

広報を必要とする場合は、総務・情報部に連絡し、広報を要請する。 

この際、被害状況、対策状況等の全般情報は、総務・情報部において収集する。 
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 （２）広報手段 

    防災行政無線、インターネット（ホームページ、ＬＩＮＥ、県防災Ｗｅｂ）、Ｌア

ラート、緊急速報（エリアメール等）、告知放送、広報車、職員・消防団・自主防災

組織・区長等による口頭などの各伝達手段による。 

この際、緊急性が高く住民への周知が必要な情報については、放送機関へ情報の

提供等を行い住民への周知に努める。 

 

 （３）報道機関等に対する放送の要請・公表等 

   ア 放送機関に対する災害情報の提供 

避難指示等の避難に関する情報等、緊急性が高く住民への周知が必要な情報は

原則、県総合防災システムを活用して報告する。県は、速やかに放送機関に情報

提供を行う。（放送の即時性の活用） 

また、放送機関への情報提供を補完するため、県への報告と併せて、放送機関

に直接情報提供を行う。 

   イ 放送機関に対する広報の要請 

  県は、災害の発生が時間的に迫っていて、町が利用できる通信機能が麻痺した

場合、災害対策基本法第５７条の規定により、放送機関に放送要請を行う。 

放送の依頼は、原則として事前に締結されている「災害時における放送要請に関

する協定」に基づき、知事が町からの要請を受けて行う。 

要請にあたり、放送要請の理由、放送事項を明示し、放送機関は、要請のあっ

た事項について、放送の形式、内容、時刻等をその都度決定して放送する。 

ウ 報道機関に対する発表 

災害の種別、発生の場所及び日時、被害状況、応急対策の状況等を取りまとめ

て、適宜報道機関に発表する。 

発表は、以下の要領で実施する。 

（ア）報道発表の要領 

ａ 発表の場所は、原則として町長室又は記者会見室とする。 

ｂ 発表担当者は、原則として総務課長とする。 

ｃ 事前に報道発表時間などの広報ルールを定めておく。 

また、情報入手状況や防災活動の進捗状況により、広報ルールどおりの広

報ができないこともあらかじめ断っておく。これにより、報道機関との混乱

を最小限のものとする。 

ｄ 要配慮者への報道手段、内容について配慮するように要請する。 

ｅ 警察、消防、その他の組織との情報交換を的確に行い、広報内容の一体性

を保つ。 

（イ）報道機関へ要請並びに発表する広報内容 

ａ 災害による被害を最小限にとどめるための行動指示等（要請） 

     ｂ 災害対策本部の設置の有無（発表） 

ｃ 雨量・河川水位等の状況（発表） 

ｄ 火災状況（発生箇所、被害状況等）（発表） 
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ｅ 家屋損壊件数、浸水状況（発生箇所、被害状況等）（発表） 

     ｆ 二次災害危険の予想される地域住民等への警戒呼びかけ（要請） 

ｇ 周辺受入れ可能病院及びその診療科目、ベッド数（要請） 

ｈ 避難状況等（発表） 

ｉ 被災地外の住民へのお願い（要請） 

 

（例） 

・ 被災地へは、単なる見舞い電話等の不要不急の電話をしないでほしい。 

 

・ 安否情報については、ＮＴＴなどの災害用伝言ダイヤルを活用してほしい。 

 

・ 個人からの義援は、できるだけ義援金でお願いしたい。 

 

・ まとまった義援物資を送ってくださる場合は、被災地での仕分け作業が円滑に

実施できるよう（梱包を解かなくて済むよう）、物資の種類、量、サイズ等を梱

包の表に明記して送付してほしい。 等 

 

ｊ ボランティア活動の呼びかけ 

ｋ 住民の心得、人心の安定及び社会秩序保持のため必要な事項（要請） 

ｌ 交通状況（交通機関運行状況、不通箇所、開通見込日時、道路交通状況等）

（発表、要請） 

ｍ 電気、電話、上水道等公益事業施設状況（被害状況、復旧見通し等） 

（発表、要請） 

ｎ 河川、道路、橋梁等土木施設状況（被害、復旧状況） 

（発表、要請） 

 

 （４）その他の関係機関等への広報の要請・調整 

ア ライフライン関係機関への要請 

災害時に災害対策本部に寄せられる町民等からの通報の中には、ライフライン

に関係する問い合わせ（復旧見通しなど）も多い。 

このため、町民等の通報内容をモニターし、必要があると認めたときは、ライ

フライン関係機関に対し、広報担当セクションの設置や増強を要請する。 

イ 関係機関との調整 

（ア）災害対策本部が広報 

災害対策本部が広報を実施した時は、直ちに関係機関に報告する。 

（イ）関係機関が広報 

関係機関が個別に広報を実施した時は、直ちに災害対策本部へ通知する。 
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 ４．水防・土砂災害等の防止対策 

風水害時は、河川出水、斜面崩壊等のため、水防活動や土砂災害等の防止対策を行

う事態が予想される。 

このため、県及び町は水防団等を出動させ、必要に応じて地域内外の協力・応援を

得て警戒活動を強化し、必要な対策を実施する。 

 

（１）県の行う水防活動等 

ア 河川災害の防止対策 

     鹿児島県水防計画書に準じ、以下の活動を行う。 

   （ア）水防体制の確立 

各河川管理者は、河川施設にかかる被害の拡大防止措置を行い、水害防止施

設の応急復旧措置を図るため、水防組織を確立する。 

   （イ）水防情報及び被害状況等の収集・伝達 

河川管理者は、気象注意報・警報や水防警報を受信・伝達するほか、雨量・

河川水位等の諸観測値を通報するなど、各種水防情報を収集・伝達する。 

また、重要水防箇所等や二次災害のおそれのある河川施設の警戒、監視を行

い、被害状況等の把握に努める。 

   （ウ）河川等施設被害の拡大防止（応急復旧措置） 

河川管理者は、以下の被害拡大防止措置を講ずる。 

ａ 護岸の損壊等による浸水防止 

河川出水、溢水等による浸水被害が生じた場合は、その被害の実態に応じ

て、土嚢積み等の浸水防止措置を講じ、二次災害を防止する。 

また、ダムの洪水調整等による流量調整を行う。 

ｂ 河川堤防の決壊等による出水防止措置 

河川堤防の損壊・亀裂が入るなど被害が生じた場合は、被害実態に応じた

出水防止措置を講ずる。 

ｃ 河川施設の早期復旧 

そのまま放置すれば二次災害につながるおそれのある河川施設は、関係業

者等を手配するなど、早急に応急復旧措置を講じて被害の拡大防止を図る。 

ｄ その他の水防活動の実施 

上記のほか、河川災害防止のため、以下の水防活動を実施する。 

 

・ 出動・監視・警戒及び水防作業 

・ 通信連絡及び輸送 

・ 避難のための立退き 

・ 水防報告と水防記録 

・ その他 
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   イ 土砂災害の防止対策 

（ア）土砂災害防止体制の確立 

気象警報等の発表とともに土砂災害防止体制を早急に確立し、被害の拡大防

止対策に着手する。 

   （イ）危険箇所周辺の警戒監視・通報 

急傾斜地崩壊危険箇所、山腹崩壊危険地区等における斜面崩壊や土石流危険

渓流、崩壊土砂流出危険地区等における土石流、地すべり等により土砂災害が

発生した地域がある場合、その被害実態の早期把握に努める。 

また、地域で土砂災害発生の兆候が認められる場合は、それらの地域の警

戒・監視体制を強化し、土砂災害防止対策の早期実施に努める。 

   （ウ）土砂災害等による被害の拡大防止（応急復旧措置） 

ａ 土砂災害の防止措置 

土砂災害の生じた地域で、引き続きがけ崩れや土石流、地すべり等が懸念

される場合は、施設所管各課、市町村において、応急的な崩壊防止措置を講

ずる。 

また、民生安定上放置し難く、採択基準に合致するものは、災害関連緊急

砂防等事業等において緊急に砂防施設等の整備を行う。 

ｂ 警戒避難体制の確立 

土砂災害の危険が解消されない場合は、当該区域に警戒区域を設定し関係

住民の出入りを制限、必要に応じ関係地域住民の避難措置を実施する。 

ｃ 専門家による支援受け 

    必要に応じ、市町村の警戒・監視活動に協力し、斜面災害危険判定の専門

家の派遣等を関係機関等に要請する。 

ｄ 土砂災害防止法に基づく緊急調査及び土砂災害緊急情報 

国土交通省は、河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流等に伴って、

重大な土砂災害の急迫した危険が認められる場合、県は、地すべりによる重

大な土砂災害の急迫した危険が認められる場合、当該土砂災害が想定される

土地の区域及び時期を明らかにするための調査（緊急調査）を行い、市町村

が適切に住民の避難勧告等の判断を行えるよう、土砂災害が想定される土地

の区域及び時期に関する情報（土砂災害緊急情報）を市町村へ提供する。 

市町村は、調査の結果、土砂災害緊急情報の通知を受けた場合は、適切に

避難指示等の発令を行う。 

 

 （２）町の行う水防活動等 

    消防活動体制の現状及び町消防団の装備等は、第２部第２章第４項のとおり。 

また、水防活動の準拠となる計画は、別記「湧水町の水防計画」によるほか、別

に示す「湧水町水防計画」による。 
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【別 記】 

 

 

湧水町の水防計画 

 

１．目 的  

この計画は、湧水町における防災計画の一つとして、水防法（昭和２４年法律第１

９３号）第３３条の規定に基づき、水防事務の調整及びその円滑な実施のため必要な

事項を規定し、もって町内の各河川、湖沼、内水等による水災を警戒し、防御し、こ

れによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持するため水防の万全を図ることを目

的とする。 

  

 ２．定 義 

 （１）湧水町水防本部 

町内における水防を統轄するために必要と認められる間、第４項（湧水町の水防 

組織）により設置されるものをいう。 

（２）水防管理者 

    水防管理団体の長である町長をいう。 

（３）水防団 

    消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第９条の規定による消防団をもって、 

   水防団とする。 

 

 ３．水防の責任 

（１）水防管理者の責任 

水防管理者は、水防団が行なう水防が十分に行なわれるよう指導し、水防能力の 

確保に努めなければならない。 

 （２）水防団の責任 

水防団は、この計画に基づきその管理する区域内の水防の任務を十分果たさなけ

ればならない。また、各水防分団長は、水防活動終了後、水防管理者に水防活動の

報告をしなければならない。 

 （３）一般住民の水防義務（水防法第２４条） 

町内に居住する者は、常に気象状況、水防状況に注意し、水防管理者、水防団長

又は消防機関の長から水防活動のため協力を求められた場合は、直ちにこれに従事

しなければならない。 

 

 ４．町の水防組織 

水防に関係のある気象に関する警報等（注意報・警報・危険警報・特別警報）や水

防法の規定により、川内川の洪水予報（レベル２氾濫注意報、レベル３氾濫警報）で

洪水のおそれがあり、水防の必要を認めるときからその危険が解消するまでの間、庁

内に水防本部を設置し、水防業務の遂行に努めるがその他の場合においても常に気象

状況、水位の変動に注意し、この組織のもとに完全なる業務の遂行を果たさなければ

ならない。 
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（１）水防に関する連絡系統図（川内川レベル２氾濫注意報・レベル３氾濫警報等及び解除） 

 

                 菱刈出張所 

   川内川河川事務所                      消防組合 

  （ＮＴＴ同時ＦＡＸ）                      

姶良・伊佐     湧水町役場   町水防団 

               地域振興局建設部  （水防本部） 

 （２）組織系統図 

 

    本部長     副本部長     総務・情報対策部 他 

    （町長）    （副町長） 

                      消防・水防対策部    消防・水防班 

                      （部長 消防団長） 

副本部長 

           （総務課長） 

 

（３）消防・水防対策部の業務 

 

・ 消防対策に関すること。      ・ 救急業務に関すること。 

・ 水防活動に関すること。      ・ 避難者誘導に関すること。 

・ 行方不明者、死体の捜索に関すること。 

・ 消防本部、消防団との連絡に関すること。 

・ 消防団員の公務災害に関すること。 

・ 災害現場における応急活動に関すること。 

・ 災害直後の障害物の除去に関すること。 

 

（４）水防管理団体の水防組織 

    水防管理者は、管轄する区域の河川等で水防を必要とするところを警戒防御する 

ものとし、円滑な水防活動が行われるよう消防機関、水防団等を組織しておくもの 

とする。 

５．安全配慮 

   水防活動等は、原則として複数人で行うものとし、洪水等において水防団又は消防

機関自身の安全確保に留意して水防活動等を実施するものとする。 

水防作業のほか、水門（樋門）操作や避難誘導の際も、必要に応じてライフジャケ

ットの着用や安否確認のための通信機器、最新の気象情報の入手のためのラジオ等の

携帯により、水防団又は消防機関自身の安全を確保しなければならない。浸水想定区

域内にある水防団又は消防機関は、気象庁が発表する気象警報等の情報を入手し、安

全が確保できることを確認した上、活動可能な時間までは、原則として水防活動を優

先するものとする。  

水防活動等が、長時間にわたるときは、疲労に起因する事故を防止するため、水防

活動等に従事するものを随時交代させる。 
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 ６．警報発令と出動、警戒水位等 

 （１）洪水のおそれのある警報発令の措置 

   ア 本部における措置 

（ア）本部長があらかじめ指定した本部員は、常に気象状況の変化に注意し、洪水 

のおそれがある警報が発令されたとき、その他、非常事態の発生が予測される 

ときは、別令を待たず、勤務時間中は待機し、勤務時間外は直ちに本部に参集

し、本部長の指揮を受け円滑な水防活動が出来るように努めなければならない。 

（イ）宿直は、川内川の水位が避難判断水位に達し、なお上昇のおそれがあり、非

常事態が予測されるときは、直ちに本部員に出動を要請する。 

 

観 測 所 観測種別 

川内川河川水位（ｍ） 

水 防 団 

待機水位 

氾 濫 

注意水位 

避 難 

判断水位 

氾 濫 

危険水位 

氾濫する可能

性のある水位 

吉 松 ﾃ ﾚ ﾒ ｰ ﾀ ｰ 4.60 5.50 － － 8.30 

栗 野 橋 ﾃ ﾚ ﾒ ｰ ﾀ ｰ 3.80 4.40 5.10 5.80 7.15 

 

イ 姶良・伊佐地域振興局建設部の措置 

     姶良・伊佐地域振興局建設部は、気象通報が発せられ雨量、水位、風速等によ

り洪水のおそれがあると認めた時は、その状況を水防管理者に通報するとともに

現地指導員を危険区域に派遣して、巡視させ必要に応じて水防の現地指導にあた

らせる。 

   ウ 川内川流域の特別通報 

姶良・伊佐地域振興局建設部は、川内川河川事務所菱刈出張所及び京町出張所

と密接な連絡を保ち、川内川上流地区において増水、出水のおそれがあるときは

北薩地域振興局建設部及び姶良・伊佐地域振興局建設部伊佐市駐在へその旨通報

し、ア項（イ）の措置をとらなければならない。 

 （２）水防警報の種類等 

 
種 類 内  容 

待  機 

出水あるいは水位の再上昇が懸念される場合に状況に応じて直ちに水
防機関が出動できるように待機する旨を警告し又は水防機関の出動期間
が長引くような場合に出動人員を減らしても差し支えないが、水防活動
をやめることはできない旨を警告するもの。 

準  備 
水防に関する情報連絡、水防資器材の整備、水門機能等の点検、通信

及び輸送の確保等に努めるとともに水防機関に出動の準備をさせる必要
がある旨を警告するもの。  

出  動 水防機関が出動する必要がある旨を警告するもの。 

警 戒 
出水状況及びその河川状況を示し、警戒が必要である旨を警告すると

ともに水防活動上必要な越水・漏水・法崩・亀裂等の河川の状態を示し
その対応策を指示するもの。  

解  除 水防活動を必要とする出水状況が解消した旨及び当該基準水位観測所
名による一連の水防警報を解除する旨を通告するもの。 

 
    ※ 地震による堤防の漏水、沈下等の場合は、上記に準じて行う。 
      この際、水防団待機水位・氾濫注意水位等にとらわれず、現地状況により

判断し、水防警報等を発表する。 
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 （３）出動等 

   ア 出動準備 

     水防管理者は、次の場合、水防団又は消防団等に対し出動準備をさせる。 

   （ア）水防警報指定河川にあっては、出動準備を要する水防警報が、発表されたと 

     き。 

   （イ）河川等の水位が氾濫注意水位（水防法第１７条で規定される警戒水位）に達

し、なお上昇のおそれがあり、かつ、出動の必要が予測されるとき。 

 

観 測 所 観測種別 

川内川河川水位（ｍ） 

水 防 団 

待機水位 

氾 濫 

注意水位 

避 難 

判断水位 

氾 濫 

危険水位 

氾濫する可能

性のある水位 

吉 松 ﾃ ﾚ ﾒ ｰ ﾀ ｰ 4.60 5.50 － － 8.30 

栗 野 橋 ﾃ ﾚ ﾒ ｰ ﾀ ｰ 3.80 4.40 5.10 5.80 7.15 

 

   イ 出 動 

水防管理者は、次の場合、直ちに水防団又は消防団をして予め定められた計画

に従い出動せしめ、警戒配置につかせ、その旨地域振興局建設部長等に報告する

ものとする。 

   （ア）水防警戒指定河川にあっては、水防出動を要する警戒事項の伝達を受けたと

き。 

   （イ）河川の水位が氾濫注意水位に達し、なお上昇のおそれがあり、非常事態が予

測されるとき。 

 

観 測 所 観測種別 

川内川河川水位（ｍ） 

水 防 団 

待機水位 

氾 濫 

注意水位 

避 難 

判断水位 

氾 濫 

危険水位 

氾濫する可能

性のある水位 

吉 松 ﾃ ﾚ ﾒ ｰ ﾀ ｰ 4.60 5.50 － － 8.30 

栗 野 橋 ﾃ ﾚ ﾒ ｰ ﾀ ｰ 3.80 4.40 5.10 5.80 7.15 

 

   （ウ）堤防に異常を発見したとき。 

 

（４）巡視及び警戒 

   ア 常置監視 

水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、常時巡視員を設け、随時区域内の

河川堤防等を巡視せしめ、水防上危険であると認められる箇所があるときは、当

該河川堤防等の管理者に連絡して、必要な措置を求めなければならない。 
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イ 非常警報 

水防管理者は、出動命令を発した時から水防区域の警戒を厳にし、特に既存の

被害箇所、その他、特に重要な箇所を中心として堤防を巡視する。 

この際、特に、次の状態に注意し、異常を発見した場合は、直ちに水防作業を

開始するとともに、地域振興局建設部長等に報告しなければならない。 

・ 裏法（居住地側堤防斜面）の漏水によるひび及び欠け崩れ 

・ 堤防の冠水状況 

・ 堤防の上端のひび又は沈下 

・ 川側堤防斜面のひび又は欠け崩れ 

・ 樋門の両袖又は底部よりの漏水 

・ 橋りょうその他の工作物と堤防との取付部分の異常 

 

   ウ 警戒区域の設定 

水防上緊急の必要がある場合は、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者

は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁

止し若しくは制限し又はその区域からの退去を命ずることができる。 

この際、水防団長、水防団員、若しくは、消防機関に属する者がいないとき又

はこれらの者の要求があった場合は、警察官がこれらの者の職権を行うことがで

きる。 

 

７．非常事態の発生と水防作業 

 （１）非常事態の発生 

堤防が決壊し又はこれに準ずる事態が発生した場合は、その区域の水防管理者は 

直ちにその旨を地域振興局建設部長、川内川河川事務所菱刈出張所長並びに氾濫の

おそれある方向の隣接地城の水防管理者及びその他水防に関係のある機関に通報し

なければならない。 

（２）応 援 

水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は市町村

長若しくは消防機関の長に対して応援を求めることができる。 

応援を求められた者は、できる限りその求めに応じなければならない。 

応援のため派遣された者は、水防についての応援を求めた水防管理者の所轄の下

に行動する。 

 （３）自衛隊の派遣要領 

 自衛隊法第８３条により、自衛隊は災害に際し、知事の要請により、あるいは緊 

急の場合は、独自の判断により出動する。 

 （４）水防作業 

    洪水に際して堤防に異常の起こる時期は、滞水時間によることはもちろんである 

が大体水位が氾濫注意水位を突破する前後である。しかし、法崩れ陥没等は通常減

水時に起こる場合が多く、水位が７～８割程度に減水したときが最も危険であるか

ら、洪水の最高水位を下っても直ちに警戒を解いてはならない。 
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作業を実施するにあたっては、堤防の組織材料、流速、堤防斜面、護岸の状態等

を考慮して、最も有効で、しかも使用材料がその附近で得やすい工法を施工するこ

とが必要である。 

工法は、その選定を誤らなければ、一種類の工法を施行するだけで成果を挙げ得 

   る場合が多いが、ときには数種の工法を併施してはじめてその目的を達成すること

があるから、当初施行の工法で効果が認められないときは、これに代わるべき工法

を逐次施行し、極力水害の防止に努めなければならない。 

 

 ８．通信連絡及び輸送 

 （１）通信連絡 

    通信連絡は、おおむね次の方法のうち、実情に即した方法により、周知・徹底を 

   図る。 

・ 防災行政無線、電話、湧水町メール、その他特使等の利用による伝達 

・ 広報車又は消防車の呼びかけによる伝達 

・ 関係者による直接口頭、又は、拡声器による伝達 

・ サイレン、鐘による伝達 

 

（２）水防信号等 

 

区分／方法 警鐘信号 サイレン信号 

第 １ 信 号 
○休止  ○休止  ○休止 

約 5秒 約 15秒 約 5秒 約 15秒 約 5秒 

○－   休止   ○－   休止   ○－ 

氾濫注意水位に達したことを知らせるもの。 

第 ２ 信 号 

○－○－○   ○－○－○ 

○－○－○ 

約 5秒 約 6秒 約 5秒 約 6秒 約 5秒 

○－   休止  ○－   休止  ○－ 

水防団員及び消防機関に属する者の全員が、出動すべきことを知らせるもの。 

第 ３ 信 号 

○－○－○－○   ○－○－○－○ 

○－○－○－○ 

約 10秒 約 5秒 約 10秒 約5秒 

○－   休止  ○－    休止 

当該水防管理団体の区域内に居住する者が、出動すべきことを知らせるもの。 

第 ４ 信 号 
乱 打 

約 1分 約 5秒 約 1分 約 5秒 

○－   休止   ○－   休止 

必要と認める区域内の居住者に、避難のため立ち退くべき事を知らせるもの。 

参 考 事 項 

１ 信号は適宜の時間継続すること。 

２ 必要があれば、警鐘信号およびサイレン信号を併用することを妨げない。 

３ 危険が去ったときは、口頭伝達により周知させるものとする。 

 

９．水防解除 

水防管理者は、水位が氾濫注意水位以下に減じ、警戒の必要がなくなったとき、又

は高潮のおそれがなくなったときは、管理区域の水防活動体制を解除し、一般に周知

するとともに地域振興局建設部等にその旨報告するものとする。 
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 10．水防報告と水防記録 

（１）水防記録 

水防作業員が出動したときは、水防管理者は次の記録を作成し保管するものと巣 

る。 

 

① 天候の状況並びに警戒中の水位観測表 

② 水防活動をした河川名・海岸名及びその箇所 

③ 警戒出動及び解散命令の時刻 

④ 水防団員及び消防機関に属する者の出動時刻及び人員 

⑤ 水防作業の状況 

⑥ 堤防、その他の施設の異常の有無及びこれに対する処置とその効果 

⑦ 使用資材の種類及び数量並びに消耗量及び員数 

⑧ 法第２８条の規定による公用負担下命の器具、資材の種類、数量及び使用場所 

⑨ 応援の状況 

⑩ 居住者出動の状況 

⑪ 警察関係の援助の状況 

⑫ 現場指導の官公署氏名 

⑬ 立退きの状況及びそれを指示した理由 

⑭ 水防関係者の死傷 

⑮ 殊勲者及びその功績 

⑯ 殊勲水防団とその功績 

⑰ 今後の水防について考慮を要する点、その他水防管理団体の所見 

 

（２）水防報告 

水防管理者は、水防活動が終結したときは、その状況を湧水町水防計画で示す別

記第１号様式及び別記第２号様式により、水防本部長に報告するとともに、水防本

部長は、当該水防管理者からの報告について国（九州地方整備局）に報告するもの

とする。 
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11．水防施設等 

 （１）水防倉庫及び備蓄資材 

指定水防管理団体は、水防倉庫又は水防資機材の備蓄場をなるべく水防活動に便

利な場所に設置し、必要な器具、資材を準備しておかなければならない。 

  

（２）非常用電源 

防災センターには、災害時の住民への迅速な情報伝達及び避難所等として、住民

の不安解消のために、非常用電源の設置を行なう。 

  

 12．水防訓練 

 

（１）実施要領 

  水防作業は、暴風雨の最中、しかも夜間に行うような場合があるので、次のよう

な事項について、平素から水防団、消防機関及び水防協力団体の訓練を実施してお

くことが必要である。 

 

・ 観 測            ・ 通 信 

・ 動 員            ・ 輸 送 

・ 工 法            ・ 水閘門の操作 

・ 避難、誘導、救護 

 

（２）実施時期等 

 

・ 指定水防管理団体は、毎年１回以上なるべく出水期前に行うものとする。 

 

・ 水防訓練実施については、予め地域振興局建設部等に通知すること。 

 

 （３）報 告 

水防訓練実施後は、訓練の結果を県本部長に報告するものとする。 

 

   【報告・通報先】 

区  分 関係機関 連 絡 先 

全  般 
県 庁 災 害 対 策 課 ☏  直通：099-286-2276/2295/2311 

県 庁 消 防 保 安 課 ☏  直通：099-286-2259/2323/2262 

非 常 事 態 時 
地 域振 興局 建設部 ☏  直通：0995-63-8343/8344（企画総務係） 

川 内川 河川 事務所 ☏ 直通：0996-22-3359（流域治水課） 

関 係 機 関 等 

九 州 地 方 整 備 局 ☏ 代表：092-471-6331（河川部） 

伊佐市役所（担当課） ☏ 代表：0995-23-1311（総務課） 

えびの市役所（担当課） ☏ 直通：0984-35-1119（基地・防災対策課） 

 

-109- 



 

 

 ５．消防活動 

火災が発生した場合、市町村・消防機関を中心に、住民、自主防災組織、各事業所

の自衛消防組織等の協力も得ながら、消防活動を行う必要がある。 

このため、消防機関は、現有の消防力（装備・車両・水利等）の総力を挙げ、災害

状況によっては、他の地域からの応援を得て効果的に連携し、消防活動を実施する。 

この際、状況により、県が消防機関に対して要請する職員等の惨事ストレス対策に

ついての支援を受ける。 

  

（１）消防機関、町の行う消防活動 

    消防機関は、統制ある消防活動を行い、火災防御活動の万全を期する。 

この際、消防・救急無線通信網を効果的に運用し、他の消防機関との通信を確保 

し、消防通信体制の強化を図る。 

町は、同時多発的火災の発生に対し、出火防止、初期消火及び延焼拡大防止を効 

果的に実施できるよう、防火水槽、耐震性貯水槽、プール等の人工水利のほか、河 

川やため池等の自然水利から取水する等、消防水利の有効活用に努める。 

市街地大火に際しては、危険性に関する的確な情報の伝達に努め、避難の指示を 

行う必要が生じた場合は、適切な広報に努める。 

    この際、大火が予想されるときは、直ちに大火防御の措置を講ずるとともに、火 

災発生後は、ラジオ・テレビ等の放送機関の協力を求め、あらゆる火源の即時消火 

について、一般住民への周知に努める。 

町民は、出火防止、初期消火及び延焼拡大防止等の活動に努めるとともに、近隣 

の出火・延焼の拡大防止活動に協力する。 

 

 （２）消防応援協定に基づく消防活動 

    大規模な火災の発生で、保有する消防力で防御が困難な場合は、鹿児島県消防相 

互応援協定に基づき、広域応援を要請する。 

    なお、対象とする災害は、以下のとおり。 

   ア 高層建築物火災、林野火災又は危険物施設火災等で大規模なもの。 

   イ 大規模な地震、火山爆発又は風水害等の自然災害 

   ウ 石油コンビナート指定地域災害 

   エ 航空機事故、列車事故等で大規模なもの又は特殊な救急・救助を必要とするも 

    の。 

   オ その他（上記災害に準ずる大規模災害） 

 

 （３）火災防御計画等 

    消防活動体制の現状及び町消防団の装備等は、第２部第２章第４項のとおり。 

また、火災防御活動の準拠となる計画は、上記によるほか、別記「湧水町の火災 

防御計画」による。 
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【別 記】 

 

湧水町の火災防御計画 

 

 １．目 的 

   本計画は、火災発生時において、統制ある消防活動を行い、火災防御活動等に万全

を期することを目的とする。 

 

 ２．火災防御活動 

 （１）防御方針  

火災に伴う災害は、火災発生の原因、火災の種類や規模、気象現象、特に、空気

の乾燥度、風向・風速等の要因によって大きく左右されるが、この防御にあたって

の基本方針は、地域住民を災害から守るため、人命の安全確保を最重視して、火災

の早期鎮圧を図るものとする。 

（２）出 動 

   ア 出動の原則 

分団管轄区域に火災が発生した場合は、直ちに火災防御にあたる。 

   イ 出動の考慮事項等 

（ア）複数の火災が発生したときは、避難地、避難路、危険地域及び密集地の火災 

を優先して出動する。なお、初期における火災防御は分団単位とし、管内に火

災の発生がないと確認されたときは、他地区の応援出動を行う。 

（イ）出動途中に人命救助事象を覚知した場合は、消防団本部等に報告、通報する

とともに、原則として火災現場に急行する。 

（３）防御要領 

   ア 水利部署 

水利は、消火栓以外の水利を原則とする。 

   イ 放水口数 

     水利・人員・機材に制限されるが、２口放水を原則とする。 

   ウ 進 入 

     死角に留意し、原則として屋内進入は行なわない。 

     死角のない場所を選定し、努めて移動・注水を行い、筒先担当面長を広くする。 

   エ 署隊との相互協力 

     伊佐湧水消防組合署員の到着後は、相互に協力して消火活動を行い、火災の早 

期鎮圧に努めるとともに、火災現場における事務処置を行なう。 

   オ 飛火警戒の徹底 

     火災により飛火があると判断したときは、風下方面の住民に対して飛火の警戒 

及び飛火の消火について指示する。 

   カ 避難誘導等 

     避難指示等がなされた場合は、避難方向・避難場所等を住民に周知・徹底する。 

  

３．その他の活動 

   危険物・可燃性ガス等が流出した場合は、その管理者等に必要な事項を指示すると 

ともに、付近の火気使用制限、通行規制等の活動を行なう。また、消火活動、住民等

が避難する上で、支障となる物件の処理は、管理者等に必要な事項を指示する。 
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 ６．避難の指示、誘導 

風水害時の出水や土砂災害等の発生に際して、危険があると認められる場合、関係

法令に基づくそれぞれの避難指示権者は、関係する地域の住居者、滞在者その他の者

に対し、時期を失しないよう立退きを指示する等の措置をとる。 

このため、特に、町長は、避難措置実施の第１次責任者として警察官、海上保安官

及び自衛官等の協力を求め、適切な避難措置を講ずる。 

 

（１）要避難状況の早期把握・判断 

  ア 判断に資する現況の把握 

災害の危険のある場合、必要と認められる地域の住居者、滞在者その他の者に

対し、立退きを指示する等の避難措置は、関係法令に基づきそれぞれの実施責任

者が時期を失しないよう必要な措置をとらなければならない。 

特に、町長は、避難措置実施の第１次責任者として警察官、海上保安官及び自

衛官等の協力を求め、常に適切な措置を講ずるため、避難を要する地域の実態の

早期把握に努め、迅速・確実な避難対策に着手できるようにする。 

また、災害対策本部の置かれる本庁舎等において十分な状況把握が行えない場

合は、指示等を行うための判断を風水害の被災地近傍の施設等において行うなど

適時適切な避難誘導に努める。 

イ 現況に基づく避難の判断等 

  避難を要する状況は、発生した災害の状況により大きく異なるため、その他の

被災地域の情報収集も踏まえ、避難対策の要否を総合的に判断する。 

（ア）河川災害からの避難の実施 

気象・降雨状況によって、河川出水による浸水等の被害が生ずる地域も予想

されるため、警報発表以降着手する警戒活動により、地域の状況を的確に把握

し、避難指示等の伝達及び注意喚起広報を早期に実施し、住民の避難活動を促

進する。 

（イ）斜面災害防止のための避難対策 

土壌等の特質から、急傾斜地等崩壊の危険性が高い地域等における斜面崩壊

からの避難等が想定される。警戒活動により斜面状況を把握し、被災地域の被

害実態に応じて、避難の必要性を判断し必要な対策を講ずる。 

 

 （２）避難の指示等の発令 

    防災気象情報等を十分把握し、危険と認められる場合は、住民等に対して避難指

示等を発令するとともに、適切な避難誘導を行う。避難指示等を発令する際は、居

住者等が自らとるべき行動を直感的に理解しやすいものとするため、避難指示等に

対応する警戒レベルや発令の対象者を明確にするとともに、対象者ごとに警戒レベ

ルに対応したとるべき避難行動がわかるように伝達する。 

この際、状況により避難指示等の対象地域、判断時期等について、県等の助言を

受けるとともに、必要に応じて気象防災アドバイザー等の専門家の技術的な助言等

を活用し、適切に判断を行うものとする。 

警戒レベルは、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮について発表される。警戒レベ

ルに対応した居住者等に求められる行動は、別記「避難行動総括表」のとおり。 
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【別 記】 

 

避 難 行 動 総 括 表 

 

５段階で整理した「住民が取るべき行動」と「行動を促す情報」を関連付けるもの 

警戒レベル 状  況 住民が取るべき行動 行動を促す情報 

５ 災害発生又は切迫 
命の危険 

直ちに安全確保 

緊急安全確保 

※１ 

＜警戒レベル４までに必ず避難！＞ 

４ 災害のおそれ高い 
危険な場所から 

全員避難 

避難指示 

※１ 

３ 災害のおそれあり 

危険な場所から 

高齢者等は避難 

※２ 

高齢者等避難 

※１ 

２ 気象状況悪化 自らの避難行動を確認 

氾濫、大雨、土砂災害、 

高潮注意報 

（気象庁） 

１ 今後気象状況 

悪化のおそれ 
災害への心構えを高める 

早期注意情報 

（気象庁） 

備 考 

※１ 警戒レベル相当情報のほか、暴風や日没の時刻、堤防や樋門等の 

施設に関する情報等も参考に総合的に避難指示等の発令を判断する。 

 

※２ 高齢者等以外の人も必要に応じて、普段の行動を見合わせたり、 

自主的に避難する。 
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   ア 町の実施する避難措置 

（ア）避難者に周知すべき事項 

町内において災害の危険がある場合、必要と認める地域にある居住者・滞在

者、その他の者に対し避難措置を実施する。 

避難の指示を行う場合は、状況の許す限り、次の事項を避難者に徹底するよ

うに努める。 

ａ 避難すべき理由（危険の状況） 

ｂ 避難の経路及び避難先 

ｃ 避難先の給食及び救助措置 

ｄ 避難後における財産保護の措置 

ｅ その他 

（イ）避難対策の通報・報告 

ａ 避難措置を実施しようとするときは、当該現場にある警察官・海上保安官 

等のほか、指定緊急避難場所等の管理者又は占有者にあらかじめ必要な事項

を通報する。 

ｂ 避難措置を実施したときは、速やかにその内容を危機管理課に報告する。 

ｃ 避難の必要がなくなったときは、その旨を公示しなければならない。 

   （ウ）警戒区域の設定 

災害が発生し又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は

身体に対する危険を防止するため、特に必要があると認めるとき、警戒区域を

設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立ち入りを

制限し又は禁止し若しくは当該区域からの退去を命ずる。 

   イ 警察官、海上保安官及び自衛官の行う避難措置 

（ア）警察官又は海上保安官による避難のための立退きの指示 

警察官又は海上保安官は、市町村長が避難のための立退きを指示することが

できないと認めるとき又は市町村長から要求があったときは、必要と認める地

域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを指示することが

できる。この場合、当該指示をしたときは、直ちに関係市町村長に指示した日

時、居住者等、立退き先を通知しなければならない。 

（災害対策基本法第６１条の規定による。） 

   （イ）警察官による避難等の措置 

警察官は、前記の避難の指示のほか、警察官職務執行法第４条の規定により 

極めて危険な状態が切迫するなど特別な状況下においては、被害を受ける者に 

対し避難の措置をとることができる。この場合においては、公安委員会に報告 

しなければならない。 

（警察官職務執行法第４条の規定による。） 

（ウ）警察官又は海上保安官による警戒区域の設定 

警察官又は海上保安官は、市町村長若しくはその委任を受けて市町村長の職

権を行う市町村の吏員が現場にいないとき又はこれらの者から要求があった

ときは、警戒区域の設定を行うことができる。この場合において、警察官又は

海上保安官は、直ちにその旨を市町村長に通知しなければならない。 

（災害対策基本法第６３条第２項の規定による。） 
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（エ）自衛官の行う避難措置 

   災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、市町村長若しくはその委任を受け 

て、市町村長の職権を行う市町村の吏員がその場にいない場合に限り、警戒区 

域の設定並びにそれに基づく立入り制限・禁止及び退去命令を行うことができ 

る。この場合において、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちにその 

旨を市町村長に通知しなければならない。 

  （自衛隊法第９４条の規定による。） 

   ウ 病院・社会福祉施設等における避難措置 

病院・社会福祉施設等の施設管理者は、入院患者、来診者、施設入所者等の避 

難に際して、秩序が乱れて混乱することのないよう、あらかじめ定めた避難体制

を早急に確立し、施設職員の任務の分担、動員計画、緊急連絡体制等にしたがい

迅速かつ的確な避難対策を実施する。 

   エ 駅、百貨店等不特定多数の者が出入りする施設の避難措置 

施設管理者は、あらかじめ定めた避難体制を早急に確立し、施設職員の任務の 

分担、動員計画、緊急連絡体制等にしたがい、迅速かつ的確な避難対策を実施す

る。 

   オ 学校・教育施設等における避難措置 

児童・生徒の避難措置については、秩序が乱れて混乱することのないよう、管

理者が検討考慮した安全な方法で実施する。 

（ア）在校時の児童生徒の避難対策 

ａ 避難の指示等の徹底 

（ａ）教育長の避難の指示等は、町長等の指示により行うほか、安全性を考慮

して早期に実施する。 

（ｂ）教育長は、災害種別、災害発生の時期等を考慮し危険が迫っている学校 

から順次避難指示を行う。 

（ｃ）教育長は、災害の種別、程度を速やかに校長に通報し、必要な避難措置 

を取らせる。 

（ｄ）校長は、教育長の指示のもとに又は緊急を要する場合は臨時に、児童生

徒を安全な場所に避難させる。 

（ｅ）児童生徒の避難順位は、低学年、疾病、身体障害者等を優先して行う。 

（ｆ）避難が比較的長期にわたると判断されるときは、避難指示の段階におい

て児童生徒をその保護者のもとに誘導し、引き渡す。 

（ｇ）学校が地域防災計画等に定める指定緊急避難場所等に指定されている場 

合等で、児童生徒の保護者が学校に避難してきた場合は、児童生徒をその 

保護者に引き渡す。 

     ｂ 避難場所の確保 

教育長は、地域防災計画その他を考慮し、災害種別、程度に応じた各学校 

ごとの避難場所を選定し、避難させる。 

（イ）児童生徒が学校の管理外にある場合の避難対策 

校長は、状況を総合的に判断して、臨時休校の措置を講ずるものとする。 
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   カ 車両等の乗客の避難措置 

車両等の乗客に対する避難措置は、それぞれの乗務員の指示により迅速かつ的

確を期する。天災その他の理由により、輸送の安全を確保できない場合は、当該

車両の乗務員は、速やかに当該車両等を停車させた地域の市町村長に対し、避難

措置等について必要な協力の要請を行う。 

 

 （３）避難の指示の伝達 

   ア 町長による避難指示等の伝達 

（ア）避難計画にもとづく伝達 

予め定められた避難の指示の伝達系統及び伝達要領にしたがって、危険地域

の住民に周知・徹底を図る。 

（イ）災害状況に応じた伝達 

避難の指示は、避難を要する状況を的確に把握したうえで、住民へ最も迅速

で、確実・効果的に周知・徹底できるよう、保有する情報伝達手段を用い、以

下の方法により伝達する。 

なお、情報伝達にあたっては、複数の伝達手段等を用い、確実に伝達する。 

 

・ 防災行政無線による伝達 

・ 伝達組織を通じて直接口頭及び拡声器による伝達 

・ サイレン及び警鐘による伝達 

・ 広報車からの呼びかけによる伝達 

・ 緊急速報（エリアメール等） 

・ 告知放送 

・ 災害情報共有システム（Ｌアラート） 

・ テレビ、ラジオ、ワンセグ放送、有線放送、（コミュニティＦＭ放送） 

・ インターネット（ホームページ、鹿児島県防災Ｗｅｂ） 

・ 電話、携帯電話による伝達（緊急速報メールを含む。） 

・ 特使等の利用による伝達 

    

イ 関係機関等による避難の指示の伝達 

警察官、海上保安官及び自衛官等による避難に際しては、各々の機関が有する

伝達手段を効果的に活用するとともに、町の広報活動と連携を図るものとする。 

また、学校・教育施設、駅、百貨店等不特定多数の者が出入りする施設、病院 

・社会福祉施設等の管理者は、各々の消防計画等に定めた避難計画にしたがい、

各種広報施設等を利用して、必要な情報を関係者に周知・徹底し、避難の措置を

講ずる。 
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 （４）避難の誘導等 

   ア 地域における避難誘導等 

（ア）避難誘導の実施 

災害時に河川出水、斜面崩壊等が予想され地域に避難指示をした場合で、避

難者の誘導を行う必要がある場合、以下の方法で避難の誘導体制を確立し安全

かつ迅速な避難誘導を実施するよう努める。 

ａ 避難誘導体制 

（ａ）避難場所が比較的遠距離で、かつ、避難に危険を伴う場合等は、避難の

ための集合場所、自主防災組織や消防団員等の中から、誘導責任者を定め

できるだけ集団で避難するように努める。 

（ｂ）緊急を要する場合は、特に誘導責任者・誘導員が充分な連絡のもとに強

い意志をもって誘導にあたり、安全に避難できるように努める。 

ｂ 避難経路 

（ａ）避難誘導に先立ち、災害の種類・危険地域別にあらかじめ定めた避難場

所への避難経路の周知・徹底を図る。 

（ｂ）災害時に避難経路を選択する場合、周辺の状況を検討し、浸水や斜面崩

壊、地すべり等の恐れのある危険箇所を避ける。 

ｃ 避難順位 

（ａ）原則として、高齢者や障害者等の要配慮者を優先して行う。 

（ｂ）浸水や斜面崩壊などの災害に際しては、災害の種別、災害発生の時期等

を考慮し、客観的に判断して早い段階で災害が発生すると認められる地域

内居住者の避難を優先する。 

ｄ 携帯品の制限 

（ａ）携帯品は、必要最小限の食料、衣料、日用品、医薬品等とする。 

（ｂ）避難が比較的長期にわたるときは、さらに携帯品の増加を考慮する必要

があるが、その数量は災害の種別、危険の切迫性、避難所の距離、地形等

により決定する。 

ｅ 危険防止措置 

（ａ）避難場所等の開設にあたって、避難場所等の管理者や専門技術者等の協

力を得て、二次災害のおそれがないかどうかを確認する。 

（ｂ）避難経路の危険箇所には、標識、なわ張、誘導員の配置などで危険防止

に努める。 

（ｃ）避難者は、携帯品を最小限とし行動の自由を確保する。夜間は、特に、

誘導者の誘導に従うように努める。 

   （イ）自主避難の実施 

豪雨等により災害発生の危険性を感じたり、土砂崩れ等の前兆現象を発見し

自ら危険だと判断した場合等は、隣近所声を掛け合って自主的に避難するよう

心掛けるものとする。 

（ウ）その他、避難誘導にあたっての留意事項 

ａ 要配慮者の事前の避難誘導・移送 

地域に居住する要配慮者の避難誘導は、事前に把握された要配慮者の実態

に応じて定められた避難誘導方法に基づき実施する。 
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特に、避難行動要支援者は、自主防災組織の協力を得て、地域ぐるみで安

全を確保するほか、状況によっては、町が車両等を手配し、一般の避難施設

と異なる介護機能を備えた福祉施設等に事前に移送するなどの措置に努める。 

避難誘導の細部は、地区防災計画及び個別避難計画による。 

ｂ 避難が遅れた者の救出・収容 

町において処置できない場合は、直ちに県又はその他の機関に援助を要請

し、状況に応じて救出、避難施設への収容を図る。 

   イ 病院・社会福祉施設等における避難誘導 

病院・社会福祉施設等の管理者は、事前に定めた避難計画により、避難誘導体

制を早急に確立し、施設職員の任務の分担、動員計画、緊急連絡体制等にしたが

い、入院患者、来診者、施設入所者等の避難誘導を実施する。 

特に、夜間においては、職員の動員や照明の確保が困難であることから消防機

関等への通報連絡や入所者の状況に十分考慮した避難誘導を実施する。 

避難誘導の細部は、施設ごとに作成する避難確保計画等による。 

   ウ 不特定多数の者が出入りする施設の避難誘導 

駅、百貨店等不特定多数の者が出入りする施設の管理者は、施設職員の任務の

分担、動員計画、緊急連絡体制などにしたがい、避難誘導体制を早急に確立し、

施設利用者等の避難誘導を実施する。 

特に、夜間においては、職員の動員や照明の確保が困難であることから消防機

関等への通報連絡や施設利用者の状況に十分考慮した避難誘導を実施する。 

避難誘導の細部は、避難促進施設が作成する避難確保計画等に準じて計画する。 

   エ 学校・教育施設等における避難誘導 

（ア）在校時の児童生徒の避難誘導 

ａ 教育長のとった避難誘導措置に関する各学校への通報・連絡は、あらかじ 

め整備されている連絡網を用い、迅速かつ確実に行う。 

ｂ 校長は、概ね次の方法で避難誘導を安全かつ迅速に行うよう努める。 

（ａ）災害種別に応じた避難指示等の伝達方法 

（ｂ）避難場所の指定 

（ｃ）避難順位及び避難場所までの誘導責任者 

（ｄ）児童生徒の携行品 

（ｅ）余裕がある場合の書類、備品等の搬出計画 

ｃ 危険な校舎においては、特にあらかじめ非常口等を確認するとともに緊急

時の使用ができるよう確認し、危険防止措置を図る。 

ｄ 災害が学校内又は学校付近で発生した場合、校長は速やかに関係機関に通

報する。 

ｅ 災害の種別、程度により、児童生徒を帰宅させる場合は次の方法による。 

（ａ）担当教師の誘導を必要とする場合、集落ごと安全な場所まで誘導する。 

（ｂ）児童生徒を集団下校させる場合、校区内の危険箇所（がけ崩れ、危険な

橋、堤防）の通行を避ける。 

   （イ）児童生徒が家庭にある場合 

臨時休校の通告方法、連絡網を児童生徒等に周知徹底する。 
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（５）広域避難 

各機関の対応は、次のとおりである。 

 

機 関 名 内 容 

国 

 国は、都道府県から求めがあった場合には、受入先 

の候補となる地方公共団体及び当該地方公共団体にお

ける避難者の受入能力（施設数、施設概要等）等、広 

域避難について助言を行う。 

県 

① 市町村から協議要求があった場合、関係機関と調 

 整の上、他の都道府県と協議を行う。 

 

② 市町村から求めがあった場合には、受入先の候補 

 となる市町村及び当該市町村における避難者の受入 

能力（施設数、施設概要等）等、広域避難について 

助言を行う。 

市町村 

① 市町村は、災害の予測規模、避難者数等にかんが 

み、当該市町村の区域外への広域的な避難、指定避 

難所及び指定緊急避難場所の提供が必要であると判 

断した場合において、県内の他の市町村への受入れ 

については当該市町村に直接協議し、他の都道府県 

の市町村への受入れについては、県に対し当該他の 

都道府県との協議を求めるほか、事態に照らし緊急 

を要すると認めるときは、県知事に報告した上で、 

自ら他の都道府県内の市町村と協議する。 

 

② 広域避難を要請した市町村長は、所属職員の中か 

ら受入先における避難所管理者及び緊急避難場所管 

理者を定め、受入先の市町村に派遣する。 

 

③ 避難所及び緊急避難場所の運営は要請元の市町村 

が行い、避難者を受け入れた市町村は運営に協力す 

る。 

 

④ その他、必要事項については市町村地域防災計画 

に定めておくとともに、指定避難所及び指定緊急避 

難場所を指定する際に併せて広域避難の用にも供す 

ることについても定めるなど、他の市町村からの避 

難者を受け入れることができる施設等をあらかじめ 

決定しておくよう努める。 
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 ７．救助・救急 

風水害等では、土砂崩れ、洪水、冠水等による被害の可能性が危惧され、多数の救

助、救急事象が発生すると予想される。 

このため、各関係機関は、迅速かつ的確な救助・救急活動を実施する。 

また、発災当初の７２時間は、救命・救助活動において極めて重要な時間帯である

ことを踏まえ、人命救助及び救助活動に必要な人的・物的資源を優先的に配分する。 

この際、職員等の惨事ストレス対策に留意するものとする。 

 

 （１）救助・救急活動 

   ア 町、関係機関等による救助・救急活動 

   （ア）町（消防機関を含む。）の救助・救急活動 

     ａ 救助・救急活動 

     （ａ）活動の原則 

救助・救急活動は、救命処置を要する重症者を最優先とする。 

（ｂ）出動の原則 

救助・救急を伴う場合は、努めて救急隊と他隊が連携して出動し、救助

を伴わない場合は、救急隊のみとし、次の優先順位により出動する。 

① 延焼火災が多発し、多数の救助、救急事象が発生している場合は、火 

災現場付近を優先する。 

② 延焼火災は少ないが、多数の救助、救急事象のある場合は、多数の人 

命を救護することを優先する。 

③ 同時に小規模な救助、救急事象が併発している場合は、救命効率の高 

い事象を優先する。 

④ 傷病者に対する救急処置は、救命処置を必要とする事象を優先する。 

     ｂ 救急搬送 

       傷病者の救急搬送は、救命処置を要する者を優先する。 

なお、救急搬送は、車両のほか、必要により県消防・防災ヘリコプターや 

県ドクターヘリ、自衛隊のヘリコプターを要請する。 

     ｃ 傷病者多数発生時の活動 

     （ａ）災害の状況等を判断し、安全かつ活動容易な場所に現場救護所を設置し 

県の医療組織との連携を図る。 

（ｂ）救護能力が不足する場合、自主防災組織等に医療機関への自主的な輸送

協力を求めるなど、効率的な活動に努める。 

   （イ）警察機関の救助・救急活動 

     ａ 救出地域の範囲や規模に応じ、救助隊を編成し救出する。 

ｂ 救出活動は、生き埋め等の多発地帯及び病院、学校、興行場等多人数の集

合する場所等を重点に行う。 

ｃ 救助した負傷者は、応急処置を施したのち、医療救護班に引き継ぐか、車

両等を使用して速やかに医療機関に収容する。 

ｄ 救出活動は、関係機関等と連絡を密に協同して行う。 
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   （ウ）自衛隊の救助・救急活動 

     ａ 必要に応じ又は知事等の要請に基づき救出活動を行う。 

ｂ 救出活動は、関係機関等と連絡を密に協同して行う。 

   イ 住民及び自主防災組織による救助・救急活動 

     住民及び自主防災組織は、自発的に被災者の救助・救急活動を行うとともに救

助・救急活動を行う関係機関に協力するよう努める。 

  

（２）救助・救急用装備・資機材の調達 

  ア 救助・救急用装備・資機材の調達 

（ア）初期における救助・救急用装備・資機材の運用については、原則として各関 

係機関においてそれぞれ整備・保有しているものを活用する。 

（イ）救助・救急用装備・資機材等に不足を生じた場合は、その他関係機関が保有 

するもの又は民間業者からの借入れ等を図り、救助活動に万全を期する。 

（ウ）倒壊家屋等からの救出に必要な重機等について、あらかじめ定めた協定等に 

基づき、民間業者から調達する。 

（エ）搬送する重傷者が多数で、所轄消防、医療救護班等の車両が不足する場合は

住民及び自主防災組織の協力を得て、民間の車両を確保する。 

   イ 救急車・救助工作車の配備状況 

 

救急車２台、救助工作車１台（令和８年４月１日現在） 

   救急車・救助工作車 

  

 

 ８．交通確保・規制 

災害時には、道路、橋梁等の交通施設に被害が発生するとともに、緊急車両や一般

車両の流入による交通渋滞が発生し緊急輸送等の支障が予想される。 

このため、道路管理者、警察機関等は、迅速かつ適切に交通規制を実施し緊急輸送

等のための交通を確保する。 

   災害時に道路、橋梁の交通施設の危険な状況、また、交通が極めて混乱している状

況を発見した者は、速やかに町長又は警察官に通報するものとする。 

この際、通報を受けた警察官は、その旨を町長に通報、町長は、その路線を管理す

る道路管理者又はその地域を管轄する警察機関に通報するものとする。 

また、住民の避難や物資の輸送等、高速道路や関連施設の使用が、災害対策を行う

上で有利と判断される場合は、吉松ＰＡ（緊急開口部）の使用について関係機関等と

調整を行う。 
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 ９．緊急輸送 

   災害時には、避難及び救出、救助を実施するために必要な人員及び物資の輸送を迅

速かつ確実に行うことが必要である。このため、輸送経路や輸送手段等を確保し、緊

急度、重要度を考慮した緊急輸送に留意する。被災者の輸送は、実施責任者である町

長が輸送にあたり、人命の安全、被害の拡大防止、災害応急対策の円滑な実施に配慮

する。また、災害応急対策実施のため緊急の必要がある場合、県を通じて、運送事業

者である指定公共機関等に対し、運送すべき物資又は資材及び運送すべき場所並びに

期日等を示して、必要な物資又は資材の運送を要請する。 

道路管理者が行う道路啓開路線の把握と優先順位の決定にあたっては、緊急輸送路

線等の状況について情報提供するなど、道路管理者の行う情報収集に協力するととも

に、状況により所要の支援を行う。 

 

事務の委託を受けた場合の業務の調整、連絡先 

□ 県危機管理防災局危機管理課（災害対策係） 

電 話：０９９-２８６-２２７６、２２５８ 

□ 県トラック協会 

電 話：０９９-８２１-５８５１ 

□ 九州旅客鉄道株式会社鹿児島支社 

電 話：０９９-２５６-０１６５ 

□ 日本貨物鉄道株式会社鹿児島営業支店 

電 話：０９９-２２２-５０８８ 

□ 九州運輸局鹿児島運輸支局 

電 話：０９９-２２２-５６６０ 

□ 第十管区海上保安部 

電 話：０９９-２５０-９８００（代）、９８０１（夜間・休日） 

□ 陸上自衛隊西部方面総監部（防衛部防衛課運用班） 

  電 話：０９６-３６８-５１１１ 内線 ２２５５又は２２５６ 

第８師団（第３部防衛班） 

電 話：０９６-３４３-３１４１ 内線 ３２３４（夜間３３０２） 

第１２普通科連隊（第３科） 

電 話：０９９５-４６-０３５０ 内線 ２３５ 

第８施設大隊（第３科） 

電 話：０９９６-２０-３９００ 内線 ２３０ 

緊急輸送は原則、県を通じて要請（依頼）する。 
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 （１）緊急輸送の対象 

実施責任者は、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して、必要な輸送対象を優先

的に緊急輸送する。 

段 階 輸 送 対 象 

第 １ 段 階 

（警戒避難期） 

 

① 救助・救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助に要する人員、物資 

② 消防、水防活動等災害拡大防止のための人員、物資 

③ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水 

道施設保安要員等初動の応急対策に必要な要員、物資等 

④ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 

⑤ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員 

及び物資 

第 ２ 段 階 

（事態安定期） 

① 上記第１段階の続行 

② 食料、水等生命の維持に必要な物資 

③ 傷病者及び被災者の被災地以外への輸送 

④ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

第 ３ 段 階 

（ 復 旧 期 ） 

① 上記第２段階の続行 

② 災害復旧に必要な人員及び物資 

③ 生活必需品 

 

 （２）輸送施設の確保 

実施責任者は、輸送施設の被害状況を速やかに把握し、防災関係機関が迅速かつ

効果的に緊急輸送活動を行うために、最も適当な輸送施設を選定し確保する。 

輸 送 施 設 輸送施設の内容 

緊急輸送道路 

（緊急輸送道

路ネットワー

ク計画） 

① 第一次緊急輸送道路 

高規格幹線道路、一般国道等（原則、国県道） 

で構成する緊急輸送の骨格をなす広域道路ネット 

的なネットワークで、県庁所在地、地方生活圏中 

心都市の役場及び重要港湾、空港等を連絡する道 

路のこと。 

② 第二次緊急輸送道路 

第一次緊急輸送道路と市町村役場等の地域防災 

計画に位置づけのある緊急輸送に係る拠点等を連 

絡する道路のこと。（原則、国県道） 

③ 第三次緊急輸送道路 

第一次及び第二次緊急輸送道路と市町村役場等 

の地域防災計画に位置づけのある緊急輸送に係る 

拠点の連絡を補完する道路のこと。 

《本町周辺緊急輸送道路》 

 

 （３）物資拠点候補地 

名 称 所 在 地 

県 
霧島市公設地方卸売市場 国分広瀬 1629-1 

大 口 地 方 卸 売 市 場 大口大島 1202-1 

町 
栗 野 体 育 館 湧水町 米永 433-1 

吉 松 体 育 館 湧水町 中津川 607 
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 10．緊急医療 

災害時には、多数の負傷者が発生し、また、医療機関自体も被害を受け混乱が予想

される中で、救命処置、後方搬送等の医療活動が必要となる。 

このため、緊急医療を担任する医療機関等との連絡・調整を適切に行うとともに、

災害派遣医療チーム（以下「ＤＭＡＴ」という。）等の支援を受ける。 

この際、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）等を活用し、医療機関からの

支援の可否等の情報を収集するとともに、避難所における負傷者数や感染症に関する

情報を共有し、高度医療との連接を容易にする。 

また、被災者の状況等により、災害派遣福祉チーム（ＤＣＡＴ）の派遣を要請して

避難所での避難者、在宅避難者や車中泊避難者の多様なニーズに対応する。 

 

ＤＭＡＴの調整、連絡先 

□ くらし保健福祉対策部（保健医療調整本部） 
電 話：０９９-２８６-２６５６ 

 
□ 保健所（姶良・伊佐地域振興局 姶良保健所） 
  電 話：０９９５-４４-７９５１ 
 
□ ＤＭＡＴ調整窓口 
  電 話：０９９５-２２-８５１１（県立北薩病院） 
  電 話：０９９５-４２-１１７１（霧島市立医師会医療センター） 
  電 話：０９９-２３０-０１００（米盛病院） 
  （※ 上記は、いずれも地域災害拠点病院） 
 

□ 協定医療機関調整窓口（姶良地区医師会） 
  電 話：０９９５-４２-１２０５ 

 ＤＭＡＴは、自然災害や大規模な交通事故等の発生時に災害現場等で急性期（発
災後、おおむね４８時間以内）に災害現場での緊急治療、災害現場から医療機関へ
の患者搬送時の診療、被災地内の災害拠点病院等での診療、広域医療搬送時の診療
等を行う。 

 

県救護班の調整、連絡先 

□ くらし保健福祉対策部（保健医療調整本部） 
電 話：０９９-２８６-２６５６ 

 

□ 保健所（姶良・伊佐地域振興局 姶良保健所） 
  電 話：０９９５-４４-７９５１ 
 
□ 協定医療機関調整窓口（姶良地区医師会） 
  電 話：０９９５-４２-１２０５ 

救護班は、自然災害や大規模な交通事故等の初動期（発災後３日間）から、事態
安定期（発災後４日～１４日間）に原則として、現場救護所や避難所等に出動し傷
病者のトリアージ（※別記参照）、応急処置、重傷者の転送、巡回診療等を行う。 
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    トリアージの参考 

多数の負傷者が発生している災害現場では、救護活動を効率的に実施するため

に、負傷者の傷病程度を選別し、救命措置の必要な負傷者を優先して搬送する必

要があり、そのため、傷病程度の識別を行うトリアージタッグを活用した救護活

動が実施される。 

 

 

    【トリアージ区分】     

順 位 分  類 識別色 疾病等の概要 

第１順位 最優先治療群 
赤色 

（Ⅰ） 
・ 直ちに処置を行えば、救命が可能な者 

第２順位 非緊急治療群 
黄色 

（Ⅱ） 

・ 多少治療の時間が遅れても、生命には

危険がない者 

・ 基本的には、バイタルサインが安定し

ている者 

第３順位 軽 処 置 群 
緑色 

（Ⅲ） 

・ 上記以外の軽易な疾病で、ほとんど専

門医の治療を必要としない者 

第４順位 不 処 置 群 
黒色 

（０） 

・ 直ちに処置を行っても、明らかに救命

が不可能な者又は既に死亡している者 

 

    【トリアージタッグ（３枚綴り）】 

    １、２枚目 ３枚目 ３枚目（裏） 

   

災害現場、搬送機関用 収容医療機関用 収容医療機関用 
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 11．要配慮者への緊急支援 

災害時には、高齢者や妊産婦、乳幼児、障害者、難病患者等の要配慮者が、迅速・

的確な避難等の行動が取りにくく、被災しやすいことから、地域ぐるみの支援が必要

である。 

このため、要配慮者に対し、避難誘導や情報の提供等必要な支援を適切に行う。 

 

 （１）要配慮者に対する対策 

    災害発生時には、平常時から福祉サービスの提供を受けている者に加え、災害を

契機に新たに要配慮者となる者が発生することから、時間の経過に沿って、各段階

におけるニーズに合わせた的確なサービスの提供等を行っていくことが重要である。 

このため、以下の点に留意しながら要配慮者対策に努める。 

ア 要配慮者を発見した場合 

当該要配慮者の同意を得て、必要に応じ以下の措置をとる。 

（ア）地域住民等と協力して、避難場所や避難所へ移送すること。 

（イ）社会福祉施設等への緊急入所を行うこと。 

（ウ）居宅における生活が可能な場合は、在宅福祉ニーズの把握を行うこと。 

イ 要配慮者の把握調査 

発災１週間を目途に、組織的・継続的に開始できるように、発災後２～３日目 

から、全ての避難所を対象として、要配慮者の把握調査を開始する。 

この際、できる限り早期にホームヘルパー、手話通訳者の派遣、補装具の提供

等の福祉サービスの提供に努める。 

   ウ 応急仮設住宅の設置等 

     避難誘導、避難所等での生活環境、応急仮設住宅の提供にあたっては、特に避

難所等での健康状態の把握、福祉施設職員等の応援体制の整備、応急仮設住宅へ

の優先的入居、高齢者・障害者向け応急仮設住宅の設置等に努め、要配慮者に向

けた情報提供についても十分に配慮する。 

 

 （２）妊産婦及び乳幼児に係る対策 

    ストレスの影響を受けやすい妊産婦や乳幼児に対し、避難所においても配慮する

とともに、必要な物資の調達、メンタルヘルスケア等の対策を行う。 

 

 （３）高齢者及び障害者に係る対策 

    避難所や在宅の一般の要配慮者対策に加え、以下の点に留意しながら高齢者及び

障害者に係る対策に努める。 

 

・ 被災した高齢者及び障害者の迅速な把握を行う。 

・ 掲示板、広報誌、インターネット（ホームページ、ＬＩＮＥ、県防災Ｗｅｂ）や電子メール、ファクシミリ 

 等を活用し、報道機関の協力のもと、新聞、ラジオ、テレビの文字放送、データ放送や手話付き放送、ワンセ 

 グ放送等を利用することにより、被災した高齢者及び障害者に対して、生活必需品や利用可能な施設及びサー 

ビスに関する情報等の提供を行う。 

・ 避難所等において、生活に必要な車いす、障害者用携帯便器、おむつ等の物資やガイドヘルパー、手話通 

訳者等のニーズを把握する相談体制を設けるとともに、それら物資の調達及び人材の派遣を迅速に行う。 

・ ニーズ調査を行い、ホームヘルパーの派遣や施設への緊急入所等必要な措置を講じる。 

・ 生活機能低下や精神的不調に対応するため、生活不活発病予防等の健康管理やメンタルヘルスケアを行う。 
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 （４）児童に係る対策 

    次の方法等により、被災による孤児、遺児等の要保護児童の発見、把握及び援護

を行う。 

   ア 要保護児童の把握等 

（ア）避難所の責任者等を通じ、避難所における児童福祉施設からの避難児童 、保

護者の疾患等により発生する要保護児童の実態を把握し、通報がなされる措置

を講ずる。 

（イ）住民基本台帳による犠牲者の承認、災害による死亡者に係る義援金の受給者

名簿及び住民からの通報等を活用し、孤児、遺児を速やかに発見するとともに、

その実態把握を行う。 

（ウ）避難児童及び孤児、遺児等の要保護児童の実態を把握し、その情報を親族等

に提供する。 

イ 児童の保護等のための情報伝達 

被災者に対し、掲示板、広報誌等の活用、報道機関の協力、インターネット等 

の活用により、要保護児童を発見した際の保護及び児童相談所等に対する通報へ

の協力を呼びかけるとともに、利用可能な児童福祉サービスの状況、児童福祉施

設の被災状況及び復旧状況等について、的確な情報提供を行う。 

 

 （５）社会福祉施設等に係る対策 

   ア 入所者・利用者の安全確保 

社会福祉施設等の管理者は、あらかじめ定めた避難誘導方法に従い、速やかに 

入所者・利用者の安全を確保する。 

県及び町は、施設機能を低下させない範囲内で、援護の必要性の高い被災者を

優先的に被災地に隣接する地域の社会福祉施設に措置する。 

   イ 県、町への応援要請等 

各社会福祉施設等の管理者は、日常生活用品及びマンパワーの不足数について

県、町に対して、他の施設からの応援のあっせんを要請する。 

この際、各社会福祉施設等は、それぞれの施設で保有している資機材を相互に

活用することにより、被災地の支援を行う。 

   ウ 町が実施する支援活動 

（ア）ライフラインの復旧について、優先的な対応が行われるように事業者へ要請

する。 

（イ）ライフラインの復旧までの間、水、食料等の確保のための措置を講ずる。 

（ウ）ボランティアへの情報提供などを含め、マンパワーを確保する。 

 

 （６）観光客等及び外国人に係る対策 

   ア 観光客の安全確保 

旅館・ホテル等の観光施設管理者は、災害時には的確に観光客等の避難誘導を

行い、安全確保に努める。 

また、県及び町（消防機関を含む。）は、道路損壊等により孤立した観光客等

の救出、移送活動について、関係機関と連携を図り迅速かつ的確に行う。 
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   イ 外国人の安全確保 

（ア）外国人への情報提供 

ライフライン等の復旧状況、避難場所、避難所、医療、ごみや浴場等生活や

災害に関連する情報について、ホームページやＳＮＳ等を通じて、外国人へ 

の多言語による情報提供を行う。 

（イ）相談窓口の開設 

外国人を対象とした相談窓口を設け、安否確認や生活相談等を行う。 

この場合、県国際交流協会等を介して、外国語通訳ボランティア等の協力を

得るよう努める。 

 

 （７）帰宅困難者に係る対策 

   ア 住民等への啓発 

住民等に対して、帰宅困難な状況になった場合は、「むやみに移動を開始しな 

い。」という基本原則を広報等で周知することにより、一斉帰宅の抑制を図る。 

イ 一時滞在施設等の確保等 

県及び町は、火山災害において降灰の影響がある場合を含め、互いに協力して

一時滞在施設（発災から７２時間（原則３日間）程度まで、帰宅困難者等の受入

を行う施設）及び帰宅支援ステーション（発災後、徒歩帰宅者の支援を行う施設）

の確保等に努める。 

   （ア）一時滞在施設 

町は、地元の事業者等に協力を求め、民間施設に対して一時滞在施設の提供 

に関する協定を締結するよう努めるとともに、協定の締結後は、必要に応じて 

民間施設の施設管理者へ一時滞在施設の開設を要請する。 

 この際、施設の確保にあたっては、男女のニーズの違いや、要配慮者の多様

なニーズへの配慮に努める。 

また、帰宅困難者の状況等を勘案し、自ら所有・管理する施設について、一 

時滞在施設としての開設等の検討を行う。 

   （イ）帰宅支援ステーション 

      町は、地元の事業者等に協力を求め、帰宅支援ステーションの提供に関する 

協定を締結するよう努めるとともに、自らが協定を締結した事業者等に帰宅支 

援ステーションの設置を要請する。 

また、県が締結している協定に基づく帰宅支援ステーションの設置を求める 

場合は、県へ設置要請を依頼する。 

ウ 公共交通機関に関する情報提供 

県は、公共交通機関の状況把握を行い、町へ伝達する。 

この際、町は、施設管理者に情報を伝達し帰宅困難者に随時情報提供を行う。 

エ 避難所の案内 

一時滞在施設において、３日間を越える支援が必要な帰宅困難者は、施設管理 

者の要請に基づき、町内の最寄りの指定避難所に案内する等の対応を行う。 
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第３章 事態安定期の応急対策 

風水害等の発生後、状況がある程度落ちついてくる事態安定期には、民生安定に関する 

避難所の運営、食料、水、生活必需品の供給、或いはごみ処理等の対策を効果的に実施す

る必要がある。このため、県及び町は、災害の規模等にかんがみ、避難者の健全な住生活

の早期確保のために、必要に応じて、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住

宅、空き家等利用可能な既存住宅のあっせん、活用等により、避難所の早期解消に努める。 

本章では、このような事態安定期の応急対策について定める。 

 

 １．避難所の運営 

災害時には、ライフラインの途絶や住居の浸水及び焼失等により、多数の避難者の 

  発生が予想される。 

このため、避難所を開設し、これらの避難者を収容するとともに、適切な管理運営 

を行う。 

 

（１）避難所の開設等 

   ア 町の対応 

① 避難所を開設する場合は、あらかじめ施設の安全性を確認する。 

 

② 避難所を開設したときは、開設の日時、場所、避難者の数及び開設予定期間等を速やか 

に所定の様式で、県及び警察署、消防署等関係機関に連絡するとともに、県には指定避難 

所に付与された全国共通避難所・避難場所ＩＤを使用して報告するよう努める。 

 

③ 避難所を開設した場合は、管理責任者を置く。 

 

④ 避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、状況により期間を延 

長する必要がある場合は、知事の事前承認（内閣総理大臣の承認を含む。）を受ける。 

 

⑤ 避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤 

立が続くと見込まれる場合は、あらかじめ指定避難所に指定されていたとしても原則とし 

て開設しないものとする。 

 

⑥ 避難所が不足する場合は、一時的に被災者を受け入れるため、野外に受入れ施設を開設 

するほか、あらかじめ指定した施設以外の施設についても、管理者の同意を得て避難所と 

して開設する。なお、野外に施設を開設した場合の県への連絡並びに管理責任者の設置は 

避難所の開設と同様とする。 

 

⑦ 野外受入れ施設の開設に必要な資材が不足するときは、県（保健福祉部）に調達を依頼 

する。 

 

⑧ 野外受入れ施設は、一時的な施設であり、その開設期間は原則として、避難所が増設 

されるまでの間又は応急仮設住宅が建設されるまでの間とする。 

 

   イ 教育委員会の対応 

町から避難所開設の応援依頼を受けた場合は、開設に協力する。 
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（２）福祉避難所の開設 

 

① 自宅や避難所で生活している高齢者や障害者等に対し、状況に応じ、介護などの必要な 

 サービスを提供するため、社会福祉施設等の福祉避難所に収容する。 

 

② 福祉避難所を開設したときには、開設の日時、場所、避難者の数及び開設予定期間等を 

速やかに所定の様式で、県及び警察署、消防署等関係機関に連絡する。 

 

 （３）避難所の管理運営 

やむを得ず避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料等必要な物

資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等、保健医療サービスの提供、正確

な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努める。 

   ア 町の対応 

① 避難者の受入れは、可能な限り町内会又は自治会単位に避難者の集団を編成し、自主防 

災組織等と連携して、班を編成の上、受け入れる。その際、それぞれの避難所に収容され 

ている避難者の情報及び避難所で生活せず食事のみ受け取りに来る被災者等に係る情報の 

早期把握に努め、県への報告を行う。 

また、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等からは、要配 

慮者の居場所や安否の確認に努め、把握した情報の提供を受ける。 

 

② 避難所における正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等について、避難者、 

住民、自主防災組織等の協力を得られるよう努めるとともに、必要に応じて防災関係機関 

ＮＰＯ・ボランティア等の協力を得て、適切な運営管理に努める。 

 

③ 避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、被災者に過度の負担がかからないよう配慮 

しつつ、被災者が相互に助け合う自主的な組織が主体的に関与する運営に移行できるよう 

その立ち上げを支援する。 

 

④ 避難所に避難した被災者に対し、正確かつ迅速な情報提供を行うため、テレビ・ラジオ 

等の設置、臨時広報誌の発行、インターネット、ファクシミリ等の整備に努める。 

 

⑤ 避難所における生活環境が常に良好なものであるよう努める。そのため、避難所開設当 

 初からプライバシー確保のため、パーティションや段ボールベッド等の簡易ベッドの設置 

 や栄養バランスの取れた適温の食事を提供できるように、炊き出しに利用できる場所、調 

 理器具や食料の確保に努める。 

また、トイレ設置状況、し尿処理状況、入浴施設の設置状況等の把握に努め、必要な対 

策を講じる。この際、必要に応じて、仮設トイレ等を早期に設置し、簡易トイレやトイレ 

カー、近傍の温泉施設等の活用で、より快適な避難所環境の整備に努める。 

 

⑥ 医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、ご 

みの処理状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、洗濯等の生活に 

必要である水の確保、福祉的な支援の実施など、必要な措置を講じるよう努める。 

また、必要に応じて、避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努める。 
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⑦ 多様な主体と連携し、避難所の運営で女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの 

違い等男女双方及び性的少数者の視点への配慮や子ども・若者の居場所の確保に努める。 

特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性によ 

る配布、巡回警備や防犯ブザーの配布等による避難所等における安全性の確保、キッズス 

ペースや学習スペースの設置など、女性や子育て家庭、子ども・若者のニーズに配慮した 

避難所の運営に努める。 

 

⑧ 災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等に鑑み、必要に応じて、旅館 

やホテル等への移動を避難者に促す。特に、ホテルや旅館等への避難が必要な要配慮者に 

対しては、ホテル旅館生活衛生同業組合等と締結している協定を活用し、宿泊施設の提供 

を行う。 

 

⑨ 感染症の発生・拡大が見られる場合は、感染症対策として必要な措置を講じる。 

 

⑩ 指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に関わらず 

適切に受け入れる。 

 

⑪ やむを得ず避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料等必要な物資の配 

布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達 

等により、生活環境の確保が図られるよう努める。 

 

⑫ 指定緊急避難場所や避難所に家庭動物と同行避難した被災者について、適切に受け入 

 れるとともに、避難所等における家庭動物の受入状況を含む避難状況等の把握に努める。 

 

⑬ 在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必要な物資数等を集 

約し、必要に応じ物資の補充等の支援や被災者支援に係る情報の提供に努める。 

 

⑭ 車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合は、避難者数、食料等の必要な物資 

数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援や被災者支援に係る情報の提供に努める。 

また、車中泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよう努める。 

 
 

イ 教育委員会の対応 

① 学校は、避難所の管理運営について、協力・援助を行う。 

 

② 避難所に指定されている学校の校長は、町職員との役割分担について協議し、教職員の 

役割分担、初動体制等を確立する。 
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 （４）広域一時滞在・移送 

大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、他の地方公共団体との広

域一時滞在に係る応援協定の締結や被災者の運送が円滑に実施されるよう運送事業

者等との協定の締結など、発生時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定め

るよう努める。 

 

機 関 名 内 容 

国 

 ① 国は、市町村及び都道府県が、被災により自ら広域一時滞在 
のための協議を行うことが不可能な場合には、広域一時滞在の 
ための協議を当該市町村に代わって行う。 

 
② 市町村の行政機能が被災によって著しく低下した場合など、 
被災市町村からの要求を待ついとまがないときは、市町村の要 
求を待たないで、当該市町村に代わって行うこととなる当該市 
町村を包括する都道府県に代わって、国が広域一時滞在のため 
の協議を行う。 

県 

① 被災市町村から協議要求があった場合、警察本部及び関係機 
関と調整の上、「九州・山口９県災害時応援協定」等に基づき、 
他の都道府県と協議を行う。 

 
② 市町村の行政機能が被災によって著しく低下した場合など、 
被災市町村からの要求を待ついとまがないと認められるとき 
は、市町村の要求を待たないで広域一時滞在のための協議を当 
該市町村に代わって行う。 

 
③ 県は、市町村から要請があった場合には、受入先の候補とな 
る市町村及び当該市町村における被災住民の受入能力（施設数、 
施設概要等）等、広域一時滞在について助言を行う。 

 
④ 被災者の移送方法については、危機管理防災局災害対策課が 

当該市町村と協議の上、被災地の状況を勘案して決定し、市町 
村、警察、消防及び輸送機関等の協力を得て実施する。 

市町村 

 ① 災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等に鑑 
み、区域外への広域的な避難及び応急仮設住宅等への収容が必 
要であると判断した場合において、県内の他の市町村への受入 
れは、当該市町村に直接協議して処置する。 
一方、他の都道府県の市町村への受入れについては、県に対 

して当該他の都道府県との協議を求める。 
 
② 広域一時滞在を要請した場合は、所属職員の中から移送先 
における避難所管理者を定め、移送先の市町村に派遣する。 
また、移送にあたっては引率者を添乗させる。 

 
③ 移送先での避難所運営は、被災者を受け入れた市町村の協力 
を得て職員が行う。 
 

④ 被災市町村は、広域一時滞在の受入先の市町村との間で、被 
災住民に関する情報の共有を確実に行うものとする。 
また、受入先の市町村は、受け入れた被災住民に対し、必要 

な支援情報を提供するものとする。 
 
⑤ その他、必要事項は地域防災計画に定めるとともに、避難所 
を指定する際には、併せて広域一時滞在の用にも供することを 
定めるなど、他の市町村からの被災者を受け入れできる施設等 
をあらかじめ決定しておくように努める。 
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 ２．食料の供給 

災害時には、住居の浸水や焼失及びライフラインの途絶等により、食事の確保が困

難な状況となり、一部では、その状態が長期化するおそれがある。 

このため、迅速に食料を調達し、被災者に供給する。 

 

 （１）食料の調達 

ア 米穀の調達 

特に、災害用としての備蓄でなく、常時一般主食用として在庫する米穀取扱事

業者等の手持米、政府所有米穀を所定の手続により災害用として転用充当する。 

（ア）米穀取扱事業者等の手持米を調達する場合 

知事に所要数量を報告し、知事の指定する米穀取扱業者等から現金で米穀を

買い取り、調達する。 

 また、災害の状況により米穀集荷団体等と連携し必要量の米穀を確保する。 

   （イ）政府所有米穀を調達する場合 

災害救助法が適用されて、災害の状況により、前記の方法で調達不可能の場 

合は、政府所有米穀の調達を知事に要望する。 

取扱方法の細部は、県の計画による。 

   イ その他の食品の調達 

被害の状況から判断して必要と認めたときは、以下の食料品の中から供給する

品目及び数量を決定して調達を行う。  

品 名 調 達 先 等 

粉 ミ ル ク 
即 席 め ん 
飲 料 水 
パ ン 
弁 当 
お に ぎ り 
缶 詰 
レトルト食品 

「災害時における応急生活物資の供給協 
 

力に関する協定」等の流通備蓄協定締結 
 

の関係事業者及び県内薬品業者、関係製 
 
造業者手持品 

 

 （２）食料の供給 

   ア 食料の供給 

     食料の供給は、下記のとおり実施する。 

なお、被災者の中でも、交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対

しては、孤立状態の解消に努めるとともに、食料等の物資の円滑な供給に十分配

慮する。また、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避

難者、所在が把握できる広域避難者に対しても、食料等が提供されるよう努める。 

   （ア）被災者及び災害救助従事者に対する炊き出し、その他の方法により給食又は

食料の供給を行う。 

（イ）米穀の供給機能が混乱し、通常の供給が不可能となった場合、県の指定を受

け、被害を受けない町民に対しても米穀、乾パン及び麦製品等の供給を行う。 
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（ウ）米穀（米飯を含む。）、乾パン及び食パン等の主食のほか、必要に応じて漬物

及び野菜等の副食、味噌、醤油及び食塩等の調味料についても供給するよう配

慮する。 

なお、乳児に対する供給は、原則として調整粉乳とする。 

（エ）炊き出し及び食料の配分について、あらかじめ炊き出し等の実施場所として

避難所のほか適当な場所を定めておき、災害時に必要に応じ、迅速に炊き出し

を実施する。 

（オ）多大な被害を受けたことにより、炊き出し等の実施が困難と認めたときは、

県に炊き出し等について協力を要請する。 

（カ）炊き出し、食料の配分及びその他食料の供給を実施したとき（県の協力を得

て実施した場合も含む。）は、実施状況を速やかに県に報告する。 

   イ 給食基準（１人当たりの配給量） 

品 名 基  準 

米 穀 

被災者    ：１食当たり精米２００グラム以内 

応急供給受給者：１人１日あたり精米４００グラム以内 

災害救助従事者：１食当たり精米３００グラム以内 

乾 パ ン 

食 パ ン 

調 整 粉 乳 

１食当たり  ：１包（１００グラム入り）以内 

１食当たり  ：１８５グラム以内 

乳児１日当たり：２００グラム以内 

    

   ウ 緊急時の食料の供給 

県は、被災市町村における備蓄物資等が不足するなど災害応急対策を的確に行 

うことが困難であると認めるなど、その事態に照らし緊急を要し、被災市町村か

らの要求を待ついとまがないと認められるときは、要求を待たないで、被災市町

村に対する食料を確保し輸送する。 

 

 （３）食料の輸送 

   ア 県及び町による輸送 

（ア）県が調達した食料の町集積地までの輸送は、原則として県知事が行う。ただ

し、輸送区間及び輸送距離等の事情から知事が必要と認めたときは、町に供給

する食料について、町長に引取を指示することができる。 

   （イ）町が調達した食料の町集積地までの輸送及び町内における食料の移動は、町

長が行う。 

   イ 食料集積地の指定及び管理 

（ア）災害が発生した場合において、知事が必要と認めたときは、広域の集積拠点

を設け、県で調達した食料の集配中継地とする。 

（イ）町は、あらかじめ定めた食料の集積地を活用し、調達した食料の集配拠点と

する。町における集積地は、栗野体育館、吉松体育館を基本計画とする。 

（ウ）食料の集積を行う場合は、集積地ごとに管理責任者及び警備員を配置し、食

料管理の万全を期する。 
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 ３．応急給水 

   災害時には、水道施設が被災し、復旧までの間、飲料水等の確保が困難となるほか

医療機関等では、緊急医療に必要な水の確保が重要となる。 

また、多数の避難者が予想され、避難所での応急給水の需要が高まる。 

このため、緊急度、重要度を考慮した応急給水体制をとるとともに、早急に給水手

段を確保し、被災者に給水する。 

 

 （１）応急給水の実施 

   ア 町における応急給水 

   （ア）次の情報を収集し、被災者に対する応急給水の必要性を判断する。 

ａ 被災者や避難所の状況 

ｂ 医療機関、社会福祉施設等の状況 

ｃ 断水区域及び断水人口の状況 

ｄ 原水、浄水等の水質状況 

（イ）水道施設の被災状況や配水池等における水の確保量を把握し、運搬給水、拠

点給水、仮設給水から、当該地区に最も適切な給水方法を採用して、給水活動

を実施する。 

（ウ）給水場所、給水方法、給水時間等について防災行政無線等を用いて、きめ細

かく住民に広報する。 

（エ）医療機関、社会福祉施設は、別に応急給水班を編成するなどして、迅速・的

確な対応を図る。 

（オ）ＮＰＯ法人やボランティア団体等と連携し、自力で給水を受けることが困難

な要配慮者を支援する。 

（カ）被災地における応急給水の目標水量は、被災直後は、生命維持のため、１人

１日３ℓ 以上とする。 

ただし、被災状況や復旧状況により適宜増加する。 

イ 県等への応援要請 

激甚災害等のため、町だけで応急給水の実施が困難な場合は、近隣市町、県及 

    び関係機関へ応援を要請する。 

 

 （２）応急給水の方法 

   ア 給水方法 

   （ア）浄水場、給水場等での拠点給水 

   （イ）耐震性貯水槽等での拠点給水 

（ウ）給水車、給水タンク、ポリ容器等での運搬給水 

（エ）仮設配管、仮設給水栓等を設置しての仮設給水 

（オ）ミネラルウォーター製造業者等との協力 

イ 上記の方法を適宜に選択して行う。 
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 ４．生活必需品の給与 

災害時には、住居の浸水や焼失等により、寝具その他生活必需品等を喪失する被災

者が多数発生し、一部では避難生活の長期化が予想され、特に冬期においては、防寒

具や布団等の早急な給与が必要である。 

このため、被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや男女のニーズ

の違いに配慮した上で、迅速に生活必需品を調達し、被災者に給与する。 

 

 （１）生活必需品の調達 

   ア 備蓄物資の調達 

災害救助法が適用された場合等は県が、その他の場合は、町が原則として、備

蓄物資を調達する。 

この際、日本赤十字社鹿児島県支部は、保管物資を放出する。 

   イ 流通在庫の調達 

備蓄物資のみでは不足する場合、県及び町は、「災害時における応急生活物資

の供給協力に関する協定」締結の関係事業者及びその他のスーパー、生活協同組

合、コンビニエンスストアー等、流通業者等の流通在庫から生活必需品を調達す

る。 

     

主な調達品目 

大 品 目 小  品  目 

寝 具 

外 衣 

肌 着 

身の回り品 

炊 事 道 具 

食 器 

日 用 品 

光 熱 材 料 

・就寝に必要なタオルケット、毛布及び布団 等 

・洋服、作業着、子供服等（布地は給与しない。（以下同じ。）） 

・シャツ、パンツ 等 

・タオル、手拭い、靴下、サンダル、傘 等 

・なべ、炊飯器、包丁、ガス器具 等 

・茶碗、さら、はし 等 

・石鹸、ちり紙、歯ブラシ、歯磨粉 等 

・マッチ、ローソク、プロパンガス 等 

 

 （２）生活必需品の給与 

   ア 町、県及び関係機関等による生活必需品の給与 

生活必需品の給与は、以下のとおり実施する。 

なお、被災者の中でも、交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対

しては、孤立状態の解消に努めるとともに、生活必需品等の円滑な給与に十分配

慮する。また、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避

難者、 所在が把握できる広域避難者に対しても、生活必需品等が給与されるよう

努める。 
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   （ア）町は、次の情報を収集し、被災者に対する給与の必要品目及び必要量を判断

する。 

なお、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏ま

え、時宜を得た生活必需品等の調達に留意する。 

また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の

実情を考慮する。 

ａ 被災者や避難所の状況 

ｂ 医療機関、社会福祉施設の被災状況 

（イ）被服、寝具、その他生活必需品物資を備蓄物資又は流通在庫から調達確保し

給与を実施する。 

   （ウ）ＮＰＯ法人やボランティア団体等との連携も図り、自力で生活必需品の給与

を受けることが困難な要配慮者の支援や被災者が多数発生した場合の円滑な

給与に留意する。 

（エ）激甚災害等のため、町だけで実施困難の場合は、県、隣接市町及び関係機関

へ応援を要請する。 

   イ 災害救助法による基準 

災害救助法による基準は、第３部第１章「災害救助法の適用及び運用」を参照 

   ウ 市町村長の要請による法外援護 

市町村長の要請による法外援護は、以下のとおりである。 

 

（表内額：円） 

区  分 1人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 
６人以上一人 

増す毎の加算 

全 焼 

全壊・流失 
14,800 19,100 28,100 33,600 42,600 6,300 

半焼・半壊 

床 上 浸 水 
4,800 6,500 9,800 11,900 15,000 2,100 

 

 （３）生活必需品の輸送 

   ア 県が調達した生活必需品 

市町村集積地までの輸送は、原則として知事が行う。 

ただし、輸送区間及び輸送距離等の事情から知事が必要と認めたときは、町に

供給する生活必需品について、町長に引取を指示することができる。 

イ 町が調達した生活必需品 

集積地までの輸送及び町内における生活必需品の移動は町長が行う。 

 

 （４）集積地の指定及び管理 

生活必需品の集積を行う場合は、集積地ごとに管理責任者及び警備員を配置して

物資管理の万全を期するものとする。 
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 ５．医 療 

災害時の初期の医療活動は、「第３部第２章緊急医療」に基づく救命活動を必要な期

間実施する。 

事態が安定してきた段階で、被災者の避難生活の長期化や被災した医療機関の機能

麻痺が長期化した場合に対し、被災地住民の医療の確保に万全を期す必要がある。 

このため、避難生活が長期化した場合は、健康状況や多様なニーズの把握メンタル

ケア等に留意する。 

 

（１）医療救護活動状況の把握等 

   ア 医療ニーズの把握と提供等 

県（くらし保健福祉部）及び保健所（災害対策支部衛生対策班）に対して、次

の情報を速やかに把握し、適時に提供する。 

また、相互連携の強化を図り、必要な医療支援を受ける。 

   （ア）避難所での医療ニーズ 

（イ）医療機関、薬局の状況 

（ウ）電気、水道の被害状況、復旧状況 

（エ）交通確保の状況 

イ 医療救護活動情報の集約及び広報・相談活動の実施 

以下の情報を集約の上、防災行政無線等を活用して広く一般に知らせる。 

また、相談電話を設置し、町民からの問い合わせに応じる。 

（ア）医療機関の被災状況、稼働状況 

（イ）医療救援班の派遣及び医療救護拠点の設置状況 

（ウ）現地での医薬品、人員等の確保状況 

（エ）医療救護活動に関連した緊急輸送ルート及び輸送手段の状況 

（オ）負傷者の発生状況 

（カ）移送が必要な入院患者の発生状況 

（キ）透析患者等への医療体制確立状況 

 

 （２）被災者の健康状態の把握とメンタルケア 

   ア 被災者の健康状態の把握 

被災地、特に避難所等においては、生活環境の激変に伴い被災者が心身双方の

健康に不調をきたす可能性が高いため、常に良好な衛生状態を保つように努める

とともに被災者の健康状態を十分把握し、必要に応じ救護所等の設置やＤＰＡＴ

の派遣等により、心のケアを含めた対策を行う。 

（ア）高齢者、障害者、子ども等要配慮者に対しては、福祉施設等への入所、ホー 

ムヘルパーの派遣、車椅子等の手配等、特段の配慮を行う。 

（イ）保健師等による巡回相談を行う。 

イ メンタルケア 

被災のショックや長期にわたる避難生活などによる災害ストレスは、しばしば

心身の健康に障害を生じさせることから、ＤＰＡＴをはじめ他の保健医療チーム

等と連携し、被災者に対するメンタルケアや精神疾患患者に対する医療を確保す

る必要がある。 
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（ア）メンタルヘルスケア 

ａ 保健所を拠点に開設される精神相談室から、必要に応じて支援を受ける。 

ｂ 精神保健福祉センターで、精神保健に関する情報提供及び電話相談等、必

要に応じて支援を受ける。 

ｃ 被災地域における支援者の支援活動への助言や支援者自身に関する相談 

等の支援を受ける。 

（イ）精神疾患患者対策 

ａ 被災した精神科病院の入院患者については、被災地域以外の精神科病院に

転院を調整する。 

ｂ 避難所や在宅の精神疾患を持つ被災者に対しては、薬の入手が困難な患者

には、服薬中断が生じないように投薬を行うなど、継続した精神医療を提供

できるように適切な調整を行う。 

ｃ 災害のストレスにより、新たに生じた精神的問題を抱える一般住民に対し

て、適切な精神医療の提供ができるように適切な調整を行う。 

ｄ 措置患者等の緊急入院時は、搬送の協力を行う。 

 

 ６．感染症予防、食品衛生、生活衛生対策 

災害時には、建物の浸水や焼失及び高潮水害等による多量のごみ・がれきの発生と

ともに、不衛生な状態から感染症や食中毒等の発生が予想される。 

特に、多数の被災者が収容される避難所等において、その早急な防止対策の実施が

必要である。 

このため、感染症予防、食品衛生、生活衛生に関して適切な処置を行う。 

 

 ７．動物保護対策 

   被災した飼養動物の保護収容、避難所等における飼養動物の適正な飼養及び危険な

動物の逸走対策について、関係機関と連携し必要な措置を行う。 

 

 ８．し尿・ごみ・死亡獣畜・障害物の除去対策 

   災害時には、建物の浸水や焼失及び高潮水害等により多量のごみ・がれきの発生が

予想される。 

また、ライフライン等の被災により水洗トイレ等の使用に支障をきたし、し尿処理

の問題が生じる。 

特に、多くの被災者のいる避難所等での仮設トイレ等の早急な設置が必要となる。 

このため、し尿・ごみ・死亡獣畜の処理及び障害物の除去に関し必要な措置を行う。 

 

 ９．行方不明者の捜索、遺体の処理等 

災害時の混乱期には、行方不明になっている者（生存推定者、生死不明者、死亡推

定者の全て）が多数発生することが予想され、それらの捜索、収容等を早急に実施す

る必要がある。 

このため、迅速かつ的確な行方不明者の捜索を行うとともに、多数の死者が発生し

た場合は、遺体の処理等を適切に行う。 
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 （１）行方不明者の捜索 

   ア 行方不明者捜索隊の編成 

（ア）県警察捜索隊の編成 

警察は、捜索隊を編成し、行方不明者等の捜索を行う。 

また、行方不明者調査隊を編成し、行方不明者等の届出受理の適正を期すと

ともに、関係機関と緊密な連携をとり、情報の収集に努める。 

（イ）町捜索隊の編成 

県警察とともに、行方不明者の捜索を行うため、捜索隊を編成する。編成に

際しては、消防機関（消防団を含む。）及び住民組織の活用を図る。 

   イ 捜索の実施方法等 

   （ア）捜索の方法 

 

捜索範囲等 捜索の方法 

捜索の範囲が広い場合 

① 捜索範囲をよく検討し、これをいくつかの区

域に分ける。 

② 捜索部隊にそれぞれの責任区域を持たせる。 

③ 各地区では、合理的、経験的に行方不明者の

所在の重点を定め、重点的に行う。 

捜索範囲が比較的せま

い場合 

① 災害前における当該地域、場所、建物などの

正確な位置を確認する。 

② 災害後における地形、建物などの移動変更な

どの状況を検討する。 

③ り災時刻などから捜索対象の所在を認定し、

災害により、それがどのように動いたかを検討

し捜索の重点を定め、効果的な捜索に努める。 

捜索場所が河川、湖沼

の場合 

① 平素の水流、湖沼の実情をよく調査する。 

② 災害時にはどのような状況を呈していたか

をよく確認する。 

③ 合理的、経験的に判断して行方不明者がどの

ような経路で流されるか、移動経路をよく検討

し、捜索を行う。 

 

（イ）広報活動 

      捜索をより効果的に行うため、捜索地域はもちろん、広く関係者の積極的な

協力が得られるよう各種の広報を活発に行う。 

（ウ）装備資材 

捜索に使用する車両、船艇その他の装備資材は、有効適切な活用に努めると

ともに、警察、町で所有する車両、船艇等が不足するときは、関係機関に対し 

協力を依頼する。 
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（エ）必要帳票等の整備 

行方不明者（遺体）の捜索を実施した場合、次の書類・帳票を整備する。 

ａ 救助実施記録日計表 

ｂ 被災者救出用（捜索用）機械器具・燃料受払簿 

ｃ 被災者救出（遺体の捜索）状況記録簿 

ｄ 被災者救出用（遺体の捜索用）関係支出証拠書類 

 

   ウ 行方不明者発見後の処理 

 

区 分 負傷者等 遺 体 

第 十 管 区 

海上保安本部 
市町村長に引渡す。 

刑事訴訟法、警察等が取り扱う死 

体の死因又は身元の調査等に関す 

る法律、海上保安庁死体取扱規則 

の定めるところにより、死体調査及 

び検視を行い、明らかに災害による 

死亡と認められるときは、その後、

遺族等の引取人又は市町村長に引 

渡す。 

県 警 察 医療機関に収容する。 

刑事訴訟法、警察等が取り扱う死 

体の死因又は身元の調査等に関する 

法律、検視規則、死体取扱規則等の 

定めるところにより、死体調査及び 

検視を行い、その後、遺族等の引取 

人又は市町村長に引渡す。 

町 医療機関に収容する。 

警察署長又は海上保安部署長に通

報し、警察官又は海上保安官による

死体調査及び検視を受け、その後、 

遺族等の引取人への引渡し又は遺体 

収容所に収容する。 

      捜索に関しては、負傷者の救護、遺体の検案等が円滑に行われるよう、医療

機関との緊密な連絡を保持するものとする。 
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 （２）遺体の収容、処理、埋葬 

   ア 遺体の収容、処理 

（ア）死体調査及び検視（以下「検視等」という。）の実施 

ａ 警察官及び海上保安官は、遺体を発見し又は遺体発見の通報を受けた場合

は、検視等を行うものとし、あらかじめ検視等に要する資機材を整備する。 

ｂ 警察官及び海上保安官は、多数の遺体が発見され、現地での検視が困難で

ある場合は、遺体収容所等に搬送し検視等を行う。 

この場合において、身元確認作業等については、必要に応じ、指紋、歯牙、 

ＤＮＡ鑑定等の科学的根拠に基づいて実施する。 

ｃ 町捜索隊が自ら発見した遺体も、警察官及び海上保安官による検視等身元

確認作業のため、あらかじめ指定された検視場所（検視等の遺体処理を行う

場所）及び遺体収容所へ収容する。 

ｄ 検視等に立ち会う医師は、警察本部及び海上保安本部において、あらかじ

め県医師会、県歯科医師会等と協議し協力を得る。 

   （イ）遺体の収容 

ａ 町長は、災害によって多数の死者が発生することを想定し、検視場所及び

遺体収容所をあらかじめ選定する。 

     ｂ 検視場所及び遺体収容所の選定にあたっては、次の事項に留意の上、施設

管理者の合意を得て選定する。 

 

○ 遺体を公衆の面前にさらさない場所である。 

 

○ 遺体の洗浄、処理等の処理作業に便利である。 

 

○ 遺体の検視等、身元確認が容易に行える場所である。 

 

○ 遺体の数に相応する施設である。 

 

○ 駐車場があり、長時間使用できる。 

 

     ｃ 警察官及び海上保安官は、検視等を終えて身元確認できない遺体は全て市

町村長に引き渡す。 

町長は、警察官及び海上保安官から、検視等を終えた遺体の引継ぎを受け

身元特定され、引取人である遺族等からの申し出があった場合は、速やかに

遺体を引き渡し、引取人等のない遺体は、遺体収容所に収容する。 
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   （ウ）遺体の処理 

ａ 小災害時等で遺体の状態が比較的正常で、顔貌で身元確認が可能で、かつ

引取人である遺族等の申し出があった場合は直ちに遺族等に引渡す。 

ｂ 遺体の識別が困難なとき、伝染病予防上又は災害で遺族等が混乱している

とき等は、必要に応じ遺体の洗浄、縫合、消毒等の処理を実施する。 

ｃ 遺体の確認及び死因の究明のため検案を行う必要があるが、遺体の検案は

原則として、第３部第２章「緊急医療」による救護班により行う。 

ただし、遺体が多数のとき又は救護班が他の業務で多忙なとき等は、県医

師会と連携し、一般開業医により行うものとする。 

ｄ 遺体の識別、身元究明等に長日時を要するとき又は遺体が多数で埋葬に長

日時を要する場合等は、遺体を遺体収容所に一時保存する。 

ｅ 災害救助法が適用される災害において、多数の死者が発生し、遺体の搬送

及び棺等葬祭用品の確保の必要が生じた場合は、「災害時における遺体の搬

送、棺等葬祭用品の供給等に関する協定」に基づき、関係事業者への要請等

必要な措置をとる。 

ｆ 町長は、警察、海上保安庁と共同して、災害による行方不明者の届出受理

及び収容された遺体の遺族等による確認、並びに遺族が判明した遺体の引渡

しを行う。 

なお、遺体の身元確認に関しては、顔貌だけでなく、所持品、検視、検案

後に行われる警察による指紋、歯牙、ＤＮＡ等の鑑定結果等の情報を総合的

に判断し、出来る限り科学的な根拠に基づいて特定する。 

   イ 遺体の埋葬等 

（ア）遺体の埋葬 

ａ 身元の判明しない遺体又は、遺体の引取人である遺族等が判明していても

災害時の混乱で、遺体を引き取ることができないもの並びに災害時の混乱の

際に死亡したもので各種事情により、遺族等による埋葬ができないものにつ

いて、町が埋葬を行う。 

ｂ 埋葬は、混乱期であるので応急的仮葬とし、その土地の事情及びそのとき

の状況により、火葬又は土葬等の方法により行うものとするが、身元不明あ

るいは、災害時の死亡等でもあり火葬することが望ましい。 

ｃ 県内市町村ごとの火葬場、処理能力等 

県計画≪資料編１５．５ 市町村等別火葬場の一覧表≫参照 

（イ）身元不明者の措置 

身元不明者の遺体については、埋葬前に身元の判明に必要なすべての資料を 

保存するようにし、各種広報照会、その他の身元判明の措置を講ずるものとす

る。また、その遺骨及び遺留品は、遺骨遺留品保管所等に保管する。 

（ウ）必要帳票等の整理 

埋葬等を実施し又は埋葬等に要する現品若しくは経費を支出した場合は、次 

の書類・帳簿等を整備、保存する。 

ａ 救助実施記録日計票 

ｂ 埋葬台帳 

ｃ 埋葬費支出関係証拠書類 
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 10．住宅の供給確保 

   災害時には、住居の浸水、全焼又は洪水による流失等が多数発生することが予想さ

れ、住居を喪失した住民を収容するため応急仮設住宅等の早急な設置が必要である。 

また、一部損壊の住居も多数発生するので、応急修理を行うために必要な資材等の

確保が急務である。 

このため、応急仮設住宅の建設等、被災者が居住可能な住宅を迅速に確保する。 

 

 （１）住宅の確保・修理 

   ア 応急仮設住宅等の供給 

災害により住家が、全焼、全壊又は流失し、自己の資力では住家を得ることが 

できない者を収容する応急仮設住宅の供給は、町長が実施する。 

ただし、災害救助法を適用したときは、知事が行い、救助を迅速に行う必要が 

    あると認めるときは、知事からの委任の通知により町長が行うこととする。 

また、知事による救助のいとまがないときは、知事の補助機関として町長が行 

うものとする。町のみで処理不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係

機関の応援を得て実施する。 

（ア）応急仮設住宅の建設 

ａ 建設の構造及び規模 

災害救助法適用に際し設置する応急仮設住宅１戸あたりの規模は、２９．

７平方メートルを基準とし、その構造は組立式住宅及び木造住宅とする。 

ｂ 資材の調達等 

（ａ）組立式住宅 

組立式仮設住宅の提供、建設に関する（一社）プレハブ建築協会等との

協定に基づき、迅速な仮設住宅の確保に努める。 

（ｂ）木造応急仮設住宅 

① 木造応急仮設住宅に必要な資材供給の要請を木材関係団体等に行い資

材の供給を受ける。 

② 建設については、建築関係団体等の協力を得て行う。 

③ 労務資材に関する関係者との協定は、知事又は知事から災害救助法に

よる救助に関する事務の一部を行うこととすることの通知を受けた町長

が、地域ごとに災害に応じて締結するものとする。 

     ｃ 建設場所 

災害の規模及び種別等に応じ関係機関等と協議し適当な空地に建設する。

また、速やかに用地確保ができるように、応急仮設住宅の建設予定候補地 

を把握しておくものとする。町における候補地は、次のとおり。 

 

候補地（５ヶ所） 建設可能数 想 定 

① 轟小学校校庭 

② 幸田小学校校庭 

③ 第２上場団地用地 

④ 吉松グラウンド 

⑤ 総合交流施設芝地 

７４戸 

 

２ＤＫ 

（３０平方メートル基準） 

南海トラフ

における仮

設必要戸数

６１戸 
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     ｄ 応急仮設住宅の運営管理 

町は、各応急仮設住宅の適切な運営管理を行う。 

この際、応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤独死や引きこもりな

どを防止するための心のケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に

努めるとともに、女性の参画を推進し、女性や子ども・若者をはじめとする

生活者の意見を反映できるよう配慮する。 

また、必要に応じて応急仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮する。 

なお、応急仮設住宅を供与できる期間は、竣工の日から２年以内とする。 

   （イ）民間賃貸住宅の供給 

（公社）鹿児島県宅地建物取引業協会等との協定に基づく情報の活用などに

より、民間賃貸住宅を確保し、迅速な住宅供給に努める。 

     ａ 入居者の選定 

入居資格は、次の各号の全てに該当する者のほか、知事が必要と認める者

とする。ただし、使用申し込みは、一世帯が１ヶ所限りとする。 

（ａ）住家が全焼、全壊又は流失した者 

（ｂ）居住する住家がない者 

（ｃ）自ら住家を確保できない者 

ｂ 入居者の募集・選定 

（ａ）入居者の募集計画は、被災状況に応じて県が策定し、町に住宅を割り当

てるものとする。割り当てに際しては、原則として、町内の住宅を割り当

てるものとする。 

住宅の割り当てを受けた場合は、町内の被災者に対し募集を行う。 

（ｂ）入居者の選定は、高齢者・障害者・ひとり親世帯等の優先を原則として、  

生活条件等を考慮して行う。 

   イ 住宅の応急修理 

災害のため、住家が半焼又は半壊し、自己の資力では応急修理をすることがで 

きない者又は大規模な補修を行わなければ、居住することが困難である程度に住

家が半壊した者に対して、日常生活に欠くことのできない部分の住宅の応急修理

は、町長が実施する。 

ただし、災害救助法を適用したときは、知事が行い、救助を迅速に行う必要が

あると認めるときは、知事からの委任の通知により、町長が行うこととする。 

   ウ 公営住宅等の供与 

県に対して、町内にある県営住宅へ入居を希望する被災者の希望状況等を伝え

るとともに、町営住宅の供与についても最大限の配慮を行う。 

 

 （２）被災宅地危険度判定の実施 

宅地災害が発生した場合、速やかに被災状況を把握し、二次災害防止の措置を講

じるため、被災宅地危険度判定士の登録者による支援を受ける。 

 

 

 

 

-145- 



 

 

 11．文教対策 

災害時には、多数の児童生徒の被災が予想され学校施設等も多大な被害を受ける。 

また、学校施設等は、被災者の避難所として利用される所が多く、一部では長期化

することも予想され、その調整も必要である。 

このため、応急教育を実施するための教室や教材等を早急に確保する。 

 

 （１）応急教育の実施 

   ア 文教対策の実施者 

応急教育の対象 実 施 者 
町立の学校 湧水町教育委員会 
県立の学校 県教育委員会及び知事（県立短大） 
災害救助法が適用された場合における
り災小・中・義務教育学校児童生徒に
対する学用品の給与 

知事の委任を受けた市町村長 

私立学校 学校法人等の長 

 

   イ 教室等の確保 

（ア）施設の応急復旧 

被害の程度により、応急処理のできる範囲の場合は、できるだけ速やかに修

理を行い施設の確保に努める。 

（イ）普通教室の一部が使用不能になった場合 

特別教室、屋内体育施設、講堂等を利用する。 

（ウ）校舎の全部又は大部分が使用不能になった場合 

公民館等公共の施設又は最寄りの学校の校舎を利用する。 

（エ）応急仮校舎の建設 

上記で施設の確保ができない場合は、応急仮校舎の建設を検討する。 

   ウ 教職員の確保 

（ア）学校内操作 

欠員が少数の場合は、学校内において操作する。 

   （イ）学校外操作 

学校内で操作できないときは、教育委員会の意見を聞き、県教育委員会にお

いて、教職員の確保の方法を検討する。 

（ウ）市町村の地域外操作 

町で操作できないときは、県教育委員会において災害地に近い他の市町村か

らの操作を行うものとする。 

これも困難な場合は、教職員の緊急募集等の方法を検討する。 

   エ 応急教育の留意点 

（ア）災害の状況に応じ、施設の確保、教材、学用品等の調達及び教職員の確保に

より、できるだけ応急授業を行うように努める。 

たとえば２部授業、分散授業の方法によるものとする。 

（イ）応急教育の実施にあたっては、次の点に留意して行う。 

ａ 教科書、学用品等の損失状況を考慮し、児童生徒の負担にならないように

留意する。 
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ｂ 教育場所が公民館等学校以外の施設によるときは、授業の方法、児童生徒

の健康等に留意する。 

ｃ 通学路の被害状況に応じ、通学等にあたっての危険防止を指導する。 

ｄ 授業が不可能な事態が予想されるときは、児童生徒に対し、自習、勉学の

内容・方法等を周知徹底する。 

   オ 学校給食等の措置 

（ア）給食施設・設備が被災した場合は、できるだけ応急措置を講ずる。 

（イ）原材料等が被害を受けた場合は、応急調達の措置を講ずる。 

（ウ）衛生管理上支障のないよう十分留意する。 

カ 学校が避難所となった場合の措置 

学校等の教育施設において、避難所が開設される場合、学校長等は避難所の開

設等に協力し、次のような措置をとる。 

（ア）児童生徒等の安全確保 

在校中に発災した場合は、児童生徒等の安全確保を最優先とした上で、学校

施設の使用方法について協議する。 

（イ）避難所の運営への協力 

避難所の運営は、積極的に協力するとともに、できるだけ早い時期に授業が

再開できるように、町、教育委員会等との間で必要な協議を行う。 

（ウ）避難が長期化する場合の措置 

ａ 収容者と児童生徒がそれぞれ支障とならないよう指導する。 

ｂ 給食施設は、罹災者用炊き出しの施設として利用されることが考えられる

が、学校給食と炊き出しの調整に留意する。 

   キ 応援教職員等の受入 

被災地学び支援派遣等枠組み（Ｄ－ＥＳＴ）を活用し、国の職員や地方公共団

体等の応援教職員、スクールカウンセラー等の活用に努める。 

 

 （２）学用品の調達及び授業料等の減免、育英資金 

   ア 教材、学校用品等の調達、給与 

（ア）教科書は、町又は県教育委員会からの報告に基づき、県教育委員会が一括し

て特約教科書供給所から調達する。 

（イ）文房具、通学用品等は、町又は県教育委員会で、それぞれ調達する。 

（ウ）災害救助法が適用された場合におけるり災小・中・義務教育学校の児童生徒

に対する学用品の給与は、知事から災害救助法による救助に関する事務の一部

を行うこととすることの通知を受けた町長が行う。 

イ 授業料等の減免、育英資金 

（ア）高等学校 

高等学校生徒の保護者又は当該生徒が被害を受け、授業料の減免及び育英資

金の貸与が必要であると認められる場合は、各学校長は、県立高等学校にあっ

ては県教育委員会、市立高等学校にあっては当該市教育委員会の承認を受けて

授業料減免の措置を講じ、育英資金の貸与については、県育英財団に特別の措

置を講ずるよう要請する。 
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   （イ）県立短期大学 

県立短期大学学生の保護者又は当該学生が被害を受け、授業料の減免が必要

であると認められる場合は、学長が授業料の減免の措置を講じる。 

（ウ）私立高等学校 

県内の私立高等学校の生徒の授業料負担者が被害を受け、授業料の軽減が必

要であると認められる場合は、県は、学校法人が軽減した額について一部を補

助し、育英資金の貸与については、各学校長は、県育英財団に特別な措置を講

ずるよう要請する。 

 

 （３）文化財の保護 

    文化財に災害が発生した場合は、その所有者、管理者は直ちに消防署へ通報する

とともに、災害の拡大防止に努めなければならない。 

    また、文化財に被害が発生した場合は、その所有者、管理者は被害状況を速やか

に調査し、その結果を県指定の文化財については県教育委員会へ、国指定の文化財

にあっては、県教育委員会を経由して、文化庁へ報告しなければならない。 

 

 12．社会秩序の維持、物価の安定等 

災害時は、人心が不安定であり、また、道路等の交通・輸送ルートやライフライン

等の被害により、流通ルート等が正常に機能するまで時間がかかる。 

このため、社会秩序の維持及び物価の安定等に努め住民の生活を安定させる。 

 

 （１）社会秩序の維持のための活動 

ア 警察安全相談窓口の開設 

住民の心配や要望等の相談に応じ、事案によっては、町その他関係機関との連

絡調整を行うなど、当該事案の解決に努める。 

イ 臨時交番等の設置 

犯罪の予防その他被災地の治安を維持するため、臨時交番を設置又は移動交番

車を配置する。 

ウ 防犯パトロールの実施 

被災地域、避難所、仮設住宅、食料倉庫、生活必需物資の貯蔵庫、金融機関、

公共施設等の重点的な防犯パトロールを実施する。 

エ 犯罪の取締り 

災害の発生に伴う暴利販売、買占め、売り惜しみ等を企画する悪質業者等の経

済事犯、詐欺事犯、凶悪事犯、粗暴事犯、暴力団の民事介入暴力事犯、窃盗事犯

等の取締りを行い、住民の不安を軽減するとともに社会秩序の混乱を防止する。 

オ 地域安全情報等の広報 

地域住民に対し、地域安全情報の提供を行うとともに、流言飛語等が横行した

場合は、正しい情報の伝達等を適宜行い、被災者が安心して生活できるように努

める。また、視聴覚障害者や外国人にも適切に広報できるよう配慮する。 

 

 （２）物価の安定等に関する活動 

    県の行う活動と連携し、町内の現況把握と住民等への情報提供等を行う。 
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13．義援金・義援物資等の取扱い 

災害時には、県内外から多くの義援金及び義援物資の送付が予想される。 

このため、寄せられた義援金及び義援物資を公正・適正に被災者に配分するととも

に、義援金はできる限り迅速な配分に努め、また、義援物資は被災者の需要を十分把

握し、必要とする物資の広報等に努める。 

この際、県及び社会福祉協議会等の協力、支援を受ける。 

 

 14．農林水産業災害の応急対策 

風水害時には、農林水産物及び家畜に多大な被害が発生することが予想される。 

このため、農林水産物等の被害の拡大防止、被災地における家畜伝染病の予防、飼

料の調達及び配分等の対策を実施する。 

 （１）農産物対策 

   ア 事前・事後措置の指導 

県及び町は、災害による農産物の被害拡大を防止するため作物ごとに事前・事

後措置について、農家に対して実施の指導にあたる。 

   イ 気象災害対策 

県農政部各課と地域振興局・支庁農林水産部及び農政部出先機関の緊密な連携

のもとに、的確な状況の把握と対策指導の徹底を期する。 

対象作物 主な対象災害 
① 水 稲 
② 大 豆  
③ そ ば 
④ 甘しょ 
⑤ たばこ 
⑥ さとうきび  
⑦ 野 菜 
⑧ 果 樹 
⑨ 花き・花木 
⑩ 茶 
⑪ 飼料作物 

風害、水害、干害、寒害 
風害、水害、干害 
風害、水害 
風害、水害、干害、寒害、霜害、潮風害 
風害、水害、干害、寒害、降灰害、霜害 
風害、干害、潮風害 
風害、水害、干害、寒害、降灰害、潮風害、霜害 
風害、水害、干害、寒害、降灰害、潮風害、霜害 
風害、水害、干害、寒害、降灰害、潮風害、霜害 
干害、寒害、降灰害、潮風害、霜害 
風害、水害、干害、寒害、降灰害 

   ウ 病害虫防除対策 

災害時における病害虫の対策は、次のとおり。 

（ア）指導の徹底 

県農政部各課、農業開発総合センター及び病害虫防除所と緊密な連携のもと

に、地域振興局・支庁農林水産部、町、ＪＡ等が的確な状況の把握と防除指導

の徹底を行う。 

（イ）農薬の確保 

県経済連及び県内農薬卸売業者は、病害虫の異常発生に備えて、常時ある程

度の農薬を確保しているので、その活用を図る。 

（ウ）防除機具の整備 

町、団体等の保有する既存防除機具を有効かつ適切に使用する。 

（エ）集団防除の実施 

災害地域が広範囲にわたり、かつ、突発的に発生する病害虫については、大

型防除機具等を中心に共同集団防除を指導するとともに、必要に応じて関係機

関と協議のうえ、ヘリコプター等による防除も実施する。 
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 （２）林水産物等対策 

   ア 応急措置、事後措置の指導 

県及び町は、災害による林水産物等の被害の拡大を防止するため被災林業家、

漁家等に対して応急措置、事後措置の指導にあたる。 

イ 対象作物等及び対象災害 

応急措置、事後措置の指導を行う対象作物及び対象災害等は、次のとおり。 

   （ア）林産物 

対象作物 対 象 災 害 
① 山行用苗木         
② 造林木         
③ たけのこ・竹材     
④ 原木しいたけ      
⑤ 枝 物 

風害、水害、干害、降灰害、潮害 
干害、水害、風害、潮害 
風害、水害、干害 
水害、干害、降灰害 
風害、水害、干害、降灰害、潮害 

 （イ）水産物等 

災害についての情報収集に努め、養殖施設等の破損及び養殖魚の被害状況の

把握に努める。 

また、台風等の際の養殖魚については、餌止めを行うなど過度なストレス負

荷を与えないように適正な養殖管理を指導する。 

  

（３）畜産関係対策 

   ア 防疫体制 

     被災地における家畜伝染病予防上必要な措置は知事が行うものとし、必要な家

畜防疫員が動員できるよう、家畜保健衛生所ごとに家畜防疫員が配置される。 

姶良・伊佐地区には、衛生所職員１０名の他、県出先機関２７名の家畜防疫員

の配置が計画されている。 

   イ 畜舎の消毒 

家畜伝染病の発生・まん延防止のため、必要に応じて畜舎の消毒が、次のよう 

に実施される。 

（ア）実施主体 

家畜保健衛生所 

（イ）実施の方法 

災害時に家畜防疫車が派遣され、町と協力して実施される。 

（ウ）家畜防疫車常設場所 

鹿児島中央家畜保健衛生所 

（エ）消毒薬品 

家畜保健衛生所の備蓄分を利用する。 

   ウ 飼料の確保 

緊急を要する飼料は、県を通じて、次の機関等から必要量を確保する。 

 

・ 鹿児島県経済農業協同組合連合会 

・ 一般社団法人鹿児島県配合飼料価格安定基金協会 

・ 鹿児島県酪農業協同組合        ・ 薩州開拓農業協同組合 
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第４章 社会基盤の応急対策 

電力、ガス、上水道、通信などのライフライン関係施設や道路、河川等公共施設及び鉄

道、空港等の交通施設等は、都市化等の発展とともにますます複雑、高度化し、災害によ

る一部の施設の機能停止が、各方面に大きな影響を及ぼすおそれがある。 

本章では、このような社会基盤の応急対策について定める。 

  

 １．電力施設の応急対策 

風水害時には、風雨等により電柱の倒壊、電線の断線等が多数発生し、住民生活に

多大な支障が生じるので、迅速かつ的確な優先度を考慮した対応が必要である。 

このため、九州電力株式会社は、電力施設の防護、復旧を図り、早急な電力供給の

確保に努める。 

 

 （１）電力供給設備の復旧順位 

社内防災業務計画で定める各設備の復旧順位を原則とするが、災害状況、各設備

の被害状況、各設備の被害復旧の難易を勘案して、供給上、復旧効果の最も大きい

ものから復旧を行う。 

また、重要拠点施設である病院、電気通信施設、水道施設、防災関係機関等への

電力供給設備の早期復旧を行うため、必要に応じ道路管理者と復旧箇所の優先度、

復旧方法等について協議する。 

 

（２）需要家への電力供給の順位 

極力早期復旧に努めるが、被害が広範囲に及んだ場合は、災害の復旧、民生の安

定に影響の大きい、病院、交通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機

関、避難所、その他重要施設への供給回線の優先的な復旧を進める。 

 

 ２．ガス施設の応急対策 

風水害時には、橋梁に添架しているガス管等の流失や浸水等の被害、プロパンガス

も埋没や流出等の被害が予想され、供給停止による住民生活への支障が予想される。 

さらに、ガス漏れ等のガス災害からの避難等も予想される。 

このため、ガス事業者等は、早急に施設の復旧を行い被災地に対しガスを供給する

とともに、ガス災害から住民を保護する。 

緊急時の連絡先は、次のとおり。 

 

※ 事故発生当事者（消防署に連絡するとともに、販売店に連絡する。） 

 

● 消防署（１１９）→ 警察署（１１０）→（警察本部・九州電力） 

● 供給販売店（最寄りの販売店） 

    ↓ 

○ 県ＬＰガス協会 099-250-2535 

    ↓ 

○ 危機管理防災局消防保安課保安係 099-286-2262（昼夜）/2263/2264 
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 ３．上水道施設の応急対策 

災害時には、水源地、配水池等の冠水や道路決壊、崖崩れ、橋梁の流失等に伴う配

水管の損壊等が多数発生し、給水停止による住民生活への支障はもちろん、特に初動

の緊急医療活動等に多大な支障が生じる。 

このため、重要度及び優先度を考慮した水道施設の迅速な防護、復旧を図るととも

に、安全な水道水を供給する。 

応急措置の要領は、次のとおり。 

 

① 災害発生に際しては、施設の防護に全力をあげ、被災の範囲をできるだけ少

なくする。 

 

② 施設が破損したときは、破損箇所から有害物等が混入しないように処理する

とともに、混入した恐れがある場合は、直ちに給水を停止し、水道の使用を中

止するよう住民に周知する。 

 

③ 配水管の幹線が各所で破損し、漏水が著しく給水を一時停止することが適当

と考えられると場合は、配水池からの送水を停止し、破損箇所の応急修理を行

う。 

 

④ 施設に汚水が侵入した場合は、汚水を排除した後、施設の洗浄・消毒を行い

水の消毒を強化して給水する。 

 

⑤ 施設が破損し、一部の区域が給水不能となったときは、他系統からの応援給

水を行うとともに、施設の応急的な復旧に努める。 

 

⑥ 施設が破損し、全域的に給水不能となったときは、施設の応急的な復旧に全

力をあげるとともに、他の市町村から給水を受けるための給水車の派遣等、飲

料用の最低量の確保に努めるほか、給水場所等について住民への周知を徹底す

る。 

 

 

 ４．電気通信施設の応急対策 

風水害時には、風雨等により電柱の倒壊、通信線の断線等が多数発生し、住民生活

はもちろん、特に初動期の防災関係機関の情報収集・伝達等に多大な支障が生じる。 

このため、電気通信事業者は、迅速に、かつ、重要度、優先度を考慮して、電気通

信施設の防護、復旧を図り、早急に通信を確保する。 
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 ５．道路・河川等公共施設の応急対策 

災害時には、道路・河川・港湾・漁港等の公共施設に多大な被害が予想される。 

これらの施設は、緊急輸送の実施等応急対策活動を実施する上で大変重要な施設で

ある。このため、管理者等は、速やかに被災状況の情報収集を行い、迅速かつ的確に、

緊急度、優先度を考慮して施設の復旧に努める。 

 

 （１）道路・橋梁等の応急対策 

   ア 災害時の応急措置 
実施機関 応 急 措 置 

県・町 

道路・橋梁の被災状況を速やかに把握するため、ライフライン占有者、建
設業者等から道路情報の収集に努めるとともに、パトロールを実施する。 
これらの情報を基に、応急措置を講じるとともに、必要に応じて迂回路を

選定、可能な限り復旧予定時期の明示を行う。 
また、災害の程度によっては、大規模災害時における応急対策に関する協

定書等に基づき協力要請を行う。 

九州地方
整 備 局 

被災状況を速やかに把握するため、事務所、出張所においては、パトロー
ルカーによる巡視を実施する。 
また、道路情報モニター等からの情報収集に努める。 
これらの情報を基に、必要に応じて迂回道路の選定、その誘導等の応急措

置を行い交通路の確保に努める。 

西 日 本 
高速道路
株式会社 

災害が発生した場合には、災害対策本部を設置して、社員等の出勤体制を
確保し、直ちに災害応急活動に入るものとする。 
また、災害発生後、必要に応じて、警察当局と協力して交通規制を行い、

ラジオ、標識、情報板、看板及び西日本高速道路（株）のパトロールカー等
により情報を提供するなど、通行車の安全確保に努める。 

 

イ 応急復旧対策 
実施機関 応 急 措 置 

県・町 

被害を受けた道路は、速やかに復旧し、交通の確保に努めるものとする。
特に、緊急輸送道路を最優先に復旧作業を実施し、道路の機能確保に努め   

る。 
また、災害の程度によっては、大規模災害時における応急対策に関する協

定書等に基づき協力要請を行う。 

九州地方
整 備 局 

パトロール等による調査結果等を基に、被害状況を把握し、速やかに応急
復旧工事を行い、道路の機能確保に努める。 
また、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実施する

ことが適当であると認める場合又は県の区域の境界に係る場合においては、
県に代わって自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うことがで
きる権限代行制度により支援を行う。 
さらに、県道又は市町村道について、県又は市町村から要請があり、かつ

当該県又は市町村の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して実施に高度な
技術又は機械力を要する工事であると認められるときは、その事務の遂行に
支障のない範囲で、県又は市町村道の災害復旧に関する工事を行うことがで
きる権限代行制度により、支援を行う。 

 

（２）河川・砂防等の応急対策 

洪水等により堤防、護岸等の河川管理施設が被害を受けたとき又はそのおそれが 

あるときは、関係機関と協議して必要な応急措置を行う。 

また、土石流、地すべり、がけ崩れ等により砂防施設、地すべり防止施設、急傾 

斜地崩壊防止施設が被害を受けたとき又はそのおそれがあるときは、関係機関と協 

議して必要な応急措置を行う。 
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